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   第 ７ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和３年10月22日(金曜日) 

午前９時58分開議 

            午前10時56分休憩 

午前10時59分開議 

            午前11時14分休憩 

午後０時58分開議 

            午後２時21分休憩 

午後２時24分開議 

午後２時39分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第36号 令和２年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第39号 令和２年度熊本県収入証紙特

別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第41号 令和２年度熊本県港湾整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第42号 令和２年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議案第43号 令和２年度熊本県用地先行取

得事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第56号 令和２年度熊本県流域下水道

事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(12人) 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 増 永 慎一郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 髙 島 和 男 

        委  員 大 平 雄 一 

        委  員 島 田   稔 

        委  員 西 村 尚 武 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

警察本部 

本部長 山 口 寛 峰 

警務部長 植 田 有 佐 

生活安全部長 山 川   潔 

刑事部長 開 田 哲 生 

交通部長 平 木 敏 史 

警備部長 濱 田 聡 朗 

首席監察官 林   秀 典 

参事官兼警務課長 松 永   透 

理事官兼会計課長 田 中 弘 哉 

参事官 

兼生活安全企画課長 二子石 和 浩 

参事官兼地域課長 江 藤 真 吾 

参事官兼刑事企画課長 國 生 徹 哉 

参事官(組織犯罪対策） 松 見 恵一郎 

参事官兼交通企画課長 村 上 敏 幸 

参事官(運転免許） 金 子 慎 一 

参事官兼警備第一課長 荒 木 和 郎 

参事官兼総務課長 西 村   博 

理事官兼交通規制課長 内 田 義 朗 

参事官 

   (警備・災害対策）  小 川 光一郎 

捜査第二課長 園 山   哉 

運転免許課長 堀 田 博 士 

交通指導課長 坂 元 慎 二 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 手 島 和 生 

 首席審議員兼会計課長 永 江 昌 二 

      管理調達課長 枝 國 智 一 

人事委員会事務局 

         局 長 青 木 政 俊 

       公務員課長 工 藤 真 裕 
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 監査委員・同事務局 

監査委員 藤 井 一 恵 

局 長 西 浦 一 義 

首席審議員兼監査監 伊津野 裕 昭 

監査監 松 岡 貴 浩 

監査監 守 屋 裕 昭 

労働委員会事務局            

局 長 谷 口   誠 

審査調整課長 舟 津 紀 明 

議会事務局 

         局 長 手 島 伸 介 

     次長兼総務課長 横 尾 徹 也 

        議事課長 村 田 竜 二 

      政務調査課長 板 橋 麻 里 

 土木部 

部 長 村 上 義 幸 

政策審議監 野 﨑 真 司 

土木技術審議監 

     兼河川港湾局長 里 村 真 吾 

       道路都市局長 宮  島  哲  哉 

       建築住宅局長 小路永   守 

         監理課長 森 山 哲 也 

       用地対策課長 林 田 孝 二 

     土木技術管理課長 桑 元 伸 二 

       道路整備課長 森        裕 

       道路保全課長  緒 方   誠 

      都市計画課長 山 内 桂 王 

            下水環境課長 仲 田 裕一郎 

 河川課長 菰 田 武 志 

  港湾課長  原     浩 

              砂防課長 松 田 龍 朋 

              建築課長 橋 本 知 章 

        営繕課長  緒  方  康  伸 

        住宅課長  折 田  義 浩 

    ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

       議事課主幹 甲 斐   博 

議事課主幹 山 本 さおり 

  ――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○渕上陽一委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第７回決算特別委

員会を開会いたします。 

 本日は、午前に警察本部、出納局及び各種

委員会等の審査を行い、午後から土木部、流

域下水道事業会計の審査を行うこととしてお

ります。 

 それでは、まず、警察本部の審査を行いま

す。 

 執行部の説明を求めた後に、質疑を受けた

いと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは初めに、警察本部長から御挨拶を

お願いします。 

 山口警察本部長。 

 

○山口警察本部長 渕上委員長をはじめ委員

の皆様方には、平素から警察行政の各般にわ

たり深い御理解と温かい御支援を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

 県警察は、今後とも、県民の皆様の期待と

信頼に応え、安全で安心して暮らせる熊本の

実現のため、組織を挙げて取り組んでまいる

所存でございます。どうぞ、引き続き御理解

と御支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 本日は、この後、決算の概要等につきまし

て警務部長から、その詳細につきましては会

計課長から説明をさせますので、御審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

  

○渕上陽一委員長 次に、警務部長から、決

算概要の説明をお願いします。 

 

○植田警務部長 警務部長の植田でございま

す。 

 着座のままで失礼いたします。 
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 令和２年度決算の御説明に先立ちまして、

前年度の決算特別委員会において御指摘のあ

りました施策推進上改善または検討を要する

事項等のうち、警察本部関係につきまして、

その後の措置状況を御報告いたします。 

 指摘事項は２点ございました。まず、１つ

目が、「警察職員の定員について、これまで

の取組により、警察官一人当たりの負担人口

は徐々に改善されてはいるが、いまだ全国平

均を上回り、九州でも一番多いので、県民の

安全・安心の確保のため、引き続き、定員増

に向けた取組に努めること。」との指摘につ

いてです。 

 現在の本県の警察官一人当たりの負担人口

は582人であり、これは、平成27年度から平

成29年度までに行われた地方警察官増員等に

より改善傾向にあるものの、全国の警察官一

人当たりの負担人口の499人を大幅に上回っ

ております。 

 そのため、本年５月にも、総務省及び警察

庁に対し、令和４年度の地方警察官増員につ

いて要望を行ったところであり、今後も引き

続き定員の増員に努めてまいります。 

 ２つ目は、「高齢者の自動車運転について

は、全国的にペダルの踏み間違い等による事

故が多発しており、高齢運転者による重大事

故を未然に防止するためにも、免許の自主返

納を促進する取組の一層の推進を図るこ

と。」との御指摘でございました。 

 高齢運転者の交通事故防止と安全運転教育

を目的としまして、今年度に、運転技能自動

評価システム、通称オブジェを整備して、９

月から運用を開始しております。 

 このシステムは、平成26年度、国土交通省

自動車事故対策事業に認定された機器で、ド

ライバーの運転行為をリアルタイムで計測

し、コンピューターによって客観的に自動評

価できる装置です。 

 評価は、ＡからＥの５段階で示されるた

め、運転適性に疑義がある評価であれば、運

転免許返納の勧奨、説得を行うこととしてお

り、高齢運転者による重大事故を未然に防止

するために大いに活用していきたいと考えて

います。 

 今年度整備した２台は、１台を警察本部

に、もう１台を安全安心なまちづくり事業の

モデル地域となっている荒尾・玉名地域にあ

ります玉名警察署に配備しております。 

 そのほか、運転の継続に不安を感じている

本人やその家族をサポートすることを目的と

した安全運転相談ダイヤルの運用や、運転免

許センターに看護師の資格を持つ職員を配置

し、運転に不安のある高齢者に対する自主返

納に関する指導、助言を行うなど、自主返納

を促進する取組を継続して行っております。 

 今後も、高齢運転者の自主返納の促進と高

齢運転者による交通事故の未然防止を図って

まいります。 

 それでは、令和２年度決算の概要について

御説明いたします。 

 決算特別委員会説明資料１ページの令和２

年度歳入歳出決算総括表により御説明いたし

ます。 

 まず、歳入についてでございますが、予算

現額31億6,772万7,000円に対しまして、調定

額31億1,071万4,000円、収入済額31億743万

9,000円で、調定額に対する収入率は99.9％

となっております。 

 不納欠損額はありません。 

 収入未済額は、327万5,000円であり、放置

違反金や交通事故等による公用車の損害賠償

金に係る未収金でございます。 

 次に、歳出についてでございますが、予算

現額403億2,988万5,000円に対しまして、支

出済額394億9,823万1,000円で、執行率は

97.9％となっております。 

 翌年度繰越額は、２億3,826万5,000円で、

その主なものは警察施設整備に係る事業費で

ございます。 

 不用額は、５億9,338万8,000円となってお
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り、その主なものは職員給与費等の人件費及

び各事業実施後の執行残でございます。 

 以上が警察本部の令和２年度決算の概要で

ございますが、詳細につきましては、会計課

長から説明させますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 次に、会計課長から、決

算資料の説明をお願いします。 

 

○田中会計課長 会計課長の田中でございま

す。 

 着座のままで失礼いたします。 

 令和２年度決算資料の説明に先立ちまし

て、本年度県監査委員による警察本部への定

期監査で御指摘を受けました件について、そ

の内容とその後の措置状況を御報告いたしま

す。 

 御指摘を受けましたのは、警察職員による

交通事故についてであります。 

 捜査第二課に対し、公用車による過失割合

が高い人身事故が１件発生していることにつ

いて、職員の交通安全意識の高揚を図るとと

もに、交通事故に対する効果的な防止策を講

じることという御指摘でありました。 

 県警察では、職員一人一人に対する事故防

止への意識の浸透と技能向上を図るため、安

全運転意識の啓発、基本訓練の反復実施を強

化項目として、各所属において、体験事例や

教養資料に基づく検討会や指導教養、警察

署、駐車場等における実践的運転訓練に取り

組んでいるところでございます。 

 今回御指摘を受けました交通事故防止に対

する措置としましては、当事者となった職員

に対し、常に緊張感を持った運転を心がけ、

交通事故防止対策を徹底するよう指導したほ

か、全職員に対し、朝礼等において、次席か

ら、公用車使用時は、特に運転者と同乗者の

連携による安全確認を徹底すること、車両後

退時の同乗者による誘導を徹底すること等の

具体的な交通事故防止対策を繰り返し指示し

ております。 

 今後も、この取組を継続するとともに、職

員の運転技能のさらなる向上に努め、交通事

故の絶無に万全を期してまいります。 

 引き続きまして、令和２年度の歳入歳出決

算について、お手元の令和３年度決算特別委

員会説明資料の２ページ以降、歳入に関する

調べ及び歳出に関する調べに基づいて、具体

的な内容を御説明いたします。 

 なお、２ページからの歳入に関する調べ

は、その備考欄に、各項目ごとの主な内容と

処理件数及び予算現額に対して著しく収入済

額に増減を生じたものに理由を、また、13ペ

ージからの歳出に関する調べの備考欄には、

不用額の内容等をそれぞれ記載しましたの

で、参考にしていただきますようお願いいた

します。 

 それでは、歳入について御説明いたしま

す。 

 まず、使用料及び手数料でございますが、

２ページから７ページの上から３段目にあり

ます自転車運転者講習手数料までが使用料及

び手数料に関するもので、収入全体のおよそ

61％を占めております。中でも、３ページ最

上段の自動車運転免許証交付手数料が７億

7,467万2,000円と最も多く、使用料及び手数

料全体のおよそ41％を占めております。 

 なお、使用料及び手数料に、不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 ４段目の国庫支出金から８ページ最下段の

人権啓発活動委託金までが国庫支出金に関す

るもので、不納欠損額、収入未済額はありま

せん。 

 次に、財産収入でございます。 

 ９ページ初めから最下段の不用品売払収入

までが財産収入に関するもので、不納欠損

額、収入未済額はありません。 

 次に、10ページの初めが繰越金でございま
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す。これは、県庁施設改修工事等の繰越金と

なります。 

 次に、10ページ２段目から12ページまでが

諸収入に関するもので、不納欠損額はありま

せんが、10ページ４段目の延滞金に６万

2,000円、その次の段の放置違反金に71万

8,000円と、それぞれに収入未済額がありま

す。 

これは、いずれも放置違反金の未払いによ

るものでございます。 

 さらに、12ページ２段目の雑入にも、収入

未済額が249万4,000円あります。 

これは、交通事故等による公用車の損壊に

係る損害賠償金の未払い分でございます。 

 この収入未済額の詳細につきましては、後

ほど附属資料の収入未済に関する調べで御説

明いたします。 

 以上が歳入に関する調べの説明でございま

す。 

 引き続きまして、13ページからの歳出につ

いて御説明いたします。 

 最上段を御覧ください。 

 警察費の予算現額402億2,420万7,000円に

対し、支出済額394億4,789万4,000円、翌年

度繰越額１億8,578万1,000円であり、不用額

は５億9,053万1,000円となっております。 

 以下、不用額を生じた理由の主なものにつ

いて御説明いたします。 

 なお、翌年度への繰越額につきましては、

後ほど附属資料の繰越事業調べで御説明いた

します。 

 まずは、上段、公安委員会費の欄を御覧く

ださい。 

 支出済額は836万2,000円で、不用額の79万

9,000円は、公安委員に対する報酬などの執

行残でございます。 

 次に、中段、警察本部費の欄を御覧くださ

い。 

 支出済額は318億6,744万3,000円、不用額

は３億3,899万3,000円となっております。 

 不用額の主なものにつきましては、備考欄

を御覧ください。 

 職員給与費の実績が見込みより少なかった

ことに伴う執行残が１億4,566万円余、退職

者数が見込みより少なかったことに伴う退職

手当の執行残が6,921万円余、その他光熱水

費等の経費節減に伴う執行残などが6,642万

円余でございます。 

 次に、下段、装備費の欄を御覧ください。 

 支出済額は３億8,590万9,000円、不用額は

4,376万6,000円となっております。 

 不用額の主なものは、車両燃料や修繕費等

の執行残が4,104万円余、その他警察用航空

機の維持管理に係る執行残などが272万円で

ございます。 

 続きまして、14ページを御覧ください。 

 上段の警察施設費でございます。 

 支出済額20億2,785万7,000円、翌年度繰越

額１億3,818万7,000円、不用額は5,838万

1,000円となっております。 

 不用額の主なものは、県庁舎設備更新計画

工事等の執行残が3,360万円余、阿蘇警察署

整備等の入札に伴う執行残が582万円余、大

規模災害時の防災対策施設整備等の入札に伴

う執行残が517万円、その他運転免許センタ

ー施設整備更新等の入札に伴う執行残が

1,378万円でございます。 

 次に、中段、運転免許費の欄を御覧くださ

い。 

 支出済額は10億2,646万円、不用額は2,584

万9,000円となっております。 

 不用額の主なものは、運転免許関係の各種

講習委託等の執行残が2,087万円余、運転免

許センターを運営するための諸経費の執行残

が300万円余、その他運転免許試験業務を実

施するための諸経費の執行残が196万円余で

ございます。 

 次に、下段、恩給及び退職年金費の欄を御

覧ください。 

 支出済額は2,793万4,000円で、不用額の
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150万5,000円は、恩給及び扶助料の受給者減

による支給額の執行残でございます。 

 続きまして、15ページを御覧ください。 

 警察活動費でございます。 

 支出済額は41億392万7,000円、不用額は１

億2,123万5,000円となっております。 

 不用額の主なものについて、上から順に御

説明いたします。 

 一般警察運営費では、警察活動用旅費の執

行残など、5,619万円余、総合治安対策費で

は、来日外国人に係る通訳に関する執行残な

ど、466万円余、生活安全警察運営費では、

許可業務関係経費の執行残など、344万円

余、地域警察運営費では、駐在所等家族報償

費の執行残など、1,449万円余、刑事警察運

営費では、犯罪捜査に係る通信費等の執行残

など、2,116万円余、交通警察運営費では、

信号機のＬＥＤ化による信号機電気料の執行

残など、1,780万円余、交通安全施設費で

は、道路標識等整備費の入札に伴う執行残な

ど、347万円余でございます。 

 以下、次の16ページまでは、事業の概要を

参考に掲載しております。 

 続きまして、17ページを御覧ください。 

 中段の災害復旧費、警察災害復旧費でござ

います。 

 予算現額１億567万8,000円に対し、支出済

額5,033万6,000円、翌年度繰越額5,248万

4,000円であり、不用額は285万7,000円とな

っております。 

 内訳は、警察施設災害復旧費が、支出済額

2,503万6,000円で、不用額の271万8,000円

は、令和２年７月豪雨で被災した警察施設の

復旧費に係る執行残でございます。 

 次に、交通安全施設災害復旧費でございま

す。 

 支出済額2,530万円、翌年度繰越額5,248万

4,000円、不用額の13万8,000円は、令和２年

７月豪雨災害で被災した信号機等の交通安全

施設の復旧費に係る執行残でございます。 

 以上が歳出に関する調べの説明でございま

す。 

 それでは、別にお配りしております附属資

料の１ページを御覧ください。 

 令和２年度繰越事業調べでございます。 

 ６事業について繰越ししておりますが、施

設整備に係る諸条件の変更等により、年度内

の完了ができなかったものでございます。 

 令和３年度への繰越額は、上から順に、警

察施設維持管理費で6,182万9,000円、警察施

設整備費で5,135万8,000円、警察施設感染症

対策事業で2,500万円、交通指導取締・事故

捜査費で2,677万5,000円、警察活動感染症対

策事業で2,081万9,000円、交通安全施設災害

復旧費で5,248万4,000円となっております。 

 既に完了した事業もございますが、現在の

進捗状況につきましては、右側に記載のとお

りでございます。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 令和２年度収入未済に関する調べでござい

ます。 

 収入未済の内容でございますが、１の歳入

決算の状況のとおり、上から順に、放置違反

金の延滞金６万2,000円、放置違反金71万

8,000円、交通事故等による公用車損壊に係

る損害賠償金249万4,000円でございます。 

 ２の表は、それぞれ収入未済額の過去３か

年の推移でございます。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 収入未済額の状況を記載しております。 

 表中の右から３つ目のその他につきまして

は、放置違反金の納付の日程を交渉している

ものになります。 

 放置違反金をはじめとする収入未済の解消

につきましては、４にございます未収金対策

のとおり、滞納者に対する督促の実施、休

日、夜間の訪問徴収の実施、分割納付による

回収の実施等を継続的に行い、徹底した徴収

促進に努めております。 

 今後も引き続き未収金の早期回収に取り組
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んでまいります。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 取得用地の未登記一覧表でございます。 

 一覧表の中ほどにあります登記残筆数につ

いて、平成28年度以降、毎年度１件となって

おりますが、これは交番の１か所が未登記と

なっているものでございます。 

 当時の山鹿警察署、現在は熊本北合志警察

署管轄にあります植木交番につきまして、熊

本市が施行します熊本都市計画事業植木中央

土地区画整理事業の対象地となったことか

ら、平成27年度、仮換地に交番を新築移転し

たところでありますが、同交番の敷地につき

ましては、換地処分がなされていないことか

ら、前述の土地区画整理事業の完了後に、熊

本市において土地の表示登記がなされる予定

でございます。 

 以上で警察本部の決算資料の説明を終わら

せていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 以上で警察本部の説明が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○髙島和男委員 説明資料の16ページをお願

いいたします。 

 生活安全警察運営費の中のストーカーに対

してということでお尋ねをしたいと思うんで

すけれども、資料によりますと、令和２年中

の認知件数が425件ということのようですけ

れども、これは、以前との比較で増減、どう

いった状況なんでしょうか、教えてくださ

い。 

 

○山川生活安全部長 生活安全部でございま

す。 

 ストーカーにつきましては、現在、人身安

全対策課という、新しく本年の４月から新設

しました部署で対応しております。 

 ストーカー事案につきましては、一言で言

えば増加傾向にございまして、ストーカー規

制法で、令和２年中、上半期、これは半年ご

との６月で統計を取りましたところ、令和２

年中、７件でございまして、令和３年は11

件、ストーカー規制法で検挙しております。 

 そのほか、ストーカー規制法以外で、いわ

ゆる住居侵入でありますとか、被害者の家に

押しかけたりする、他法令で検挙する場合も

ございますけれども、令和２年中は12件、令

和３年の上半期でいきますと、20件検挙して

おります。 

 

○髙島和男委員 今の検挙と、何かちょっと

違うやつでもありますよというような御説明

だったと思うんですが、私が申し上げたかっ

たのは、ストーカー事案の認知件数が令和２

年度は425件だったと、そういう報告が出て

おりますけれども、この報告の件数は、元年

度あるいは平成30年度あたりと比べて増えて

いますか、減っていますかということをお尋

ねしたかったんですが。 

 

○二子石参事官 それでは、認知件数につい

て申し上げます。 

 先生おっしゃるとおり、昨年は425件を認

知しておりますけれども、その前の元年につ

きましては283件でございます。そして、先

ほど部長が言われましたとおり、本年の６月

末で224件、これも、昨年の６月末と比べま

すと、206件ですので、18件増えているとい

う状況でございます。年によっては減少する

ことがあるんですけれども、増加していると

いう認識でございます。 

 

○髙島和男委員 今のお話によりますと、令

和元年度が283件、大幅に増えているような
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感覚なんですけれども、何か理由とか、背景

があるんでしょうか。 

 

○山川生活安全部長 生活安全部からお答え

します。 

 先ほど申し上げましたように、全国的にい

わゆるニュース性の高い、人身安全関連事案

と申しますけれども、ストーカー、ＤＶ、こ

れにつきまして、本県では、本年４月から人

身安全対策課を設置しまして、課長以下32名

の体制で対応しております。 

 そういう体制を強化しまして、24時間体制

で各警察署からの速報を受ける対応を取って

おりまして、これまで以上により緊密に事件

化のほうを図っているということで、これま

で潜在的に起きていた事案等に対して、警察

がこれまで以上に幅広に報告を受けまして、

なおかつ事件化を図っていると。 

 あわせまして、これはちょっと御質問から

それますけれども、児童虐待事案等につきま

しては、同じく人身安全関連事案ということ

で、県民の、他県での発生状況も関心が高い

ことから、通報等が増えております。夜間、

休日も踏まえまして、先ほど言いましたよう

に、県警のほうで先制的に体制のほうを、予

算を頂きまして強化しておる関係で、事件化

のほうを、通報が増えたことに乗じまして、

警察のほうは、休日、夜間24時間で積極的な

事件化を図っているということが要因の一つ

として考えられると思います。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員 分かりました。 

 体制を強化したということでございます

が、資料によりますと、最初にストーカーの

報告があったあるいは通報があった、まずは

文書の警告、そして禁止命令、そして検挙と

いうような段階になっていくと思うんです

が、禁止命令というのは、どういった措置と

いいますか……。 

 

○山川生活安全部長 禁止命令と申しますの

は、現場で、いわゆる違法行為が、傷害であ

りますとか暴行を加えているというのは、警

察官が現場において現行犯を逮捕します。禁

止命令というのは、段階的に、逮捕するまで

もない状況の中で、ストーカー規制法で言う

ところの付きまとい行為、もしくは連続した

メールの送信という状況で警告をいたしま

す。警告をして、ほぼ、全国的な統計を取り

ますと、９割方は沈静化します、警察署長か

らの警告で。それにも応じない被疑者がおり

ますので、それにつきましては、禁止命令を

かけまして、ストーカー規制法で言う禁止命

令を発したことによって、次、いわゆる接近

したときには、それでストーカー規制法に基

づく現行犯逮捕ができますので、そういうよ

り警告から一段階上がるというのが禁止命令

の措置になります。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員 ありがとうございます。 

 そうしますと、昨年度が、証拠化を明確に

するために、監視カメラを13件設置したとい

うことですが、それが禁止命令のときに監視

カメラを設置するということでいいんでしょ

うか。 

 

○山川生活安全部長 そういうことです。 

 

○髙島和男委員 そうしますと、５人のスト

ーカーに対して、再発防止のためにカウンセ

リングをやったということも記されておりま

すけれども、カウンセリングをやって、その

ストーカーの方々が、治癒といいますか、ま

あ病的なものだろうと思うんですが、治癒さ

れたんでしょうか。そのカウンセリングを実

施した後のことをちょっと教えていただきた

いと思います。 
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○山川生活安全部長 これにつきましては、

警察として、全国警察、特に本県、力を入れ

ておりまして、逮捕して、仮に刑務所に行か

れるようなことになったとしても、その憎悪

の念をずっと持ったままということでは根本

的な治癒になりません。したがいまして、い

わゆる精神科のほうに、逮捕した時点で、い

わゆる改悛させる根本治癒の目的で、取調べ

に応じた捜査員等が話をする中でカウンセリ

ングを勧めます。 

 これは、逮捕していない被疑者、任意の被

疑者にも対応しますけれども、中にはカウン

セリングにも応じないという人間もおりま

す。カウンセリングに応じた人間につきまし

ては、心療内科のほうに受診を勧めまして、

それも予算を頂いております。それによっ

て、幾つか病名を把握している部分もござい

ますけれども、これにつきましては、後ほど

病名とかの部分につきまして、具体的に扱っ

た事件でもございますので、御説明できれば

なと思います。 

 根本的に治癒したという部分につきまして

も、中には改悛の情を示して治癒したという

ふうに判断される案件についてもございま

す。 

 

○髙島和男委員 先日も、やっぱりいろんな

事件が発生もしておりますし、ストーカーと

いうのが、いろんな不幸な事件の取っかかり

といいますか、入り口になっているような気

もしないではございませんので、ぜひやっぱ

り初期段階でいろんな対応策を練っていただ

きたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 以上です。 

 

○山川生活安全部長 分かりました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○鎌田聡委員 すみません、警務部長の説明

の中で、高齢者の踏み間違えのお話が、昨年

の指摘事項であった中で、改善に向けて取組

をされているということでありますけれど

も、実際、県内でどうなんですか、踏み間違

えの事故というのはどのくらい出ているんで

しょうか。 

 

○平木交通部長 交通部でございます。 

 高齢者の踏み間違えの事故ということで、

高齢者が絡む事故につきましては、全体で言

いますと、本年の９月末における県内の交通

事故の死者数は、前年比と比べましてマイナ

ス２ということであります。そのうち、高齢

者は、同じくマイナス５人の13人と。死者に

占める高齢者の割合というのは、マイナス

15.0ポイントの54.2％。全てにおいて減少は

しているというようなところでございます。 

 しかしながら、高齢者が絡む踏み間違えの

事故、具体的にその数値については、ちょっ

と手元の資料では――また後ほど報告をさせ

ていただきますけれども、いずれにしろ減少

傾向にあるものの、やはり高齢者の免許人口

が、平成23年を100としました場合に、令和

２年における高齢者運転免許人口は148人と

いうことでございまして、高齢者が増加の傾

向にありますので、さらなる対策、細やかな

交通安全対策、特に交通上危険な行動を取る

高齢者に対する交通安全指導を含め、先ほど

ありましたオブジェ、オブジェといいますの

は、正式名称は運転技術技能自動評価システ

ムというふうに、新たに導入しました機械を

活用しまして、運転に不安のある高齢者の自

主返納につなげていくというような対策を取

っていく方針でございます。 

 

○鎌田聡委員 事故自体はそんなに増加では

ないという話でしたけれども、実際高齢社会

の中で、高齢者で運転免許を継続されて運転
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されている方は多くなってきていると思いま

すし、自主返納といっても、なかなか現実的

に戻してしまうとまたいろんな日常活動に支

障を来すという、非常に難しい課題でもある

と思いますから、適性が著しく劣っていたら

返納ということになりますけれども、そこま

でない方については、踏み間違い防止の装置

あたりの補助の取組も県でやっていたと思う

んですけれども、それはどうなんですか、利

用状況とか。一旦もうそれは終わっているん

でしょうかね。今後、その辺の対応は。 

 

○村上参事官 県のほうでの補助は、去年の

３月で終わったというふうに聞いておりま

す。その後、国のほうが補助を出していると

いうような状況でございます。 

 県のほうの利用は、用意した数はすぐに、

やはり要望が多かったというふうに聞いてお

ります。 

 先ほどの踏み間違えの件数ですが、年によ

って多少増減もありますけれども、昨年は40

件というふうな発生があります。死者が５人

ということでありますけれども、今年になっ

て、７月までに26件の発生で、死亡事故の発

生はあっていないという状況になっておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 先ほど言いましたように、な

かなか免許がなくなってしまうというと、不

都合がある方はいらっしゃるから、そういう

ことで、踏み間違えしたときに事故を起こさ

ないような対応というのが必要だと思います

ので、補助が県のほうは切れたということで

ありますけれども、すぐたしかなくなったと

いったような話、今もあったように、希望す

る方は多いと思いますので、そういったこと

も今後ぜひ御検討もいただいて、まあ国のほ

うでやられていることであれば、そういった

のの周知もしっかりとやっていただきたいと

思いますし、そして、私は、オブジェという

のを今日初めて聞いたんですけれども、実

際、これもうまく活用して、その後返納につ

なげるのか、そういった防止措置につなげて

いくのかという誘導も必要だろうと思いま

す。 

 実際、このオブジェの利用状況って、どう

いう感じなんですか。 

 

○平木交通部長 交通部長です。 

 オブジェの今のところの活用状況、本年か

ら活用を始めまして、今玉名警察署と警察本

部に１台ずつ、計２台設置をしております。 

 玉名警察署においては、今のところ５人使

用ということで、これにつきましては、免許

の返納、まあ運転にちょっと不安があるとい

うことでの、自分の運転状況を確認したいと

いうようなところで、免許返納にはつながら

なかったということでございます。 

 本部においては、今後は10月28日に、７人

申込みがございますので、これを実施する

と。 

 今後、定期的にこのような希望者、運転に

不安のある人、家族からの相談があった人等

につきましては、家族を含めて、そういった

こちらからの働きかけをして活用していただ

くということを考えているところでございま

す。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 すみません、私の勉強不足か

もしれませんけれども、こういうオブジェと

いうのが県警本部と玉名にあったというのを

知らなかったし、なかなか県警本部にあると

いうのをやっぱり一般の人たちがどれだけ知

っているのかどうなのかということもありま

すので、まあどれだけ有効なのか分かりませ

んけれども、やっぱりこういったものを活用

することによって、免許を返そうかと、返せ

ない人は、やっぱりいま一度自分の運転能

力、これをやっぱり再認識していただいて、
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補助はなくなったけれども、そういった踏み

間違い防止装置をつけようかというふうな、

警察のほうで誘導もしていただけたらと思い

ますので、もう少し高齢者に向けてのこの辺

の取組の周知をぜひよろしくお願いしておき

たいと思います。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○前田憲秀委員 御説明ありがとうございま

した。 

 説明資料の私も16ページ、警察活動費で、

サイバー犯罪対策の強化ということで2,000

万円ほど予算がついてあります。 

 この主要な施策の成果の中で、サイバー犯

罪の検挙件数が、令和元年度で219件、令和

２年度で221件と、微増ですけれども、やは

り200数十件ほど検挙されているというふう

に報告をされているんですけれども、主なで

いいんですけれども、どういった内容なんで

しょうか、この検挙。可能であれば。 

 

○山川生活安全部長 生活安全部です。 

 サイバー犯罪については、その定義の中

で、ネットワーク利用犯罪という定義がござ

いまして、いわゆる身近なところであります

と、スマートフォンを利用して、いわゆるメ

ールを一方的に送りつけてきて、そういうの

でＵＲＬをクリックして詐欺に引っかかると

いうことで、これは詐欺でもあり、警察の定

義でサイバー犯罪という定義にもなりますの

で、いわゆる詐欺、スマートフォン、パソコ

ンを介した詐欺事案等が非常に県民生活に密

着し、かつ多いサイバー犯罪の手口になりま

す。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 じゃあ、毎年200件、令和２年で221件です

けれども、手口が違うそういった詐欺で、検

挙はもうされているということなんですよ

ね。 

 

○山川生活安全部長 検挙は、サイバー犯罪

対策課と各警察署の刑事課等が連携して、本

部のサイバー犯罪対策課で、いわゆる専門的

な技術の解析等を補助する形で、各警察署の

刑事課、生活安全課と連携して事件検挙の対

応を図っているという状況でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 最近、特に感じるのが、その下の段に、相

談件数は313％増の3,279件と、恐らくいたち

ごっこなのか分かりませんけれども、最近

は、私の義理の父からもあって、今おっしゃ

ったように、何かメールで、アドレスでアク

セスしたのであればメールが残るか何かある

んでしょうけれども、最近はショートメー

ル、いわゆる電話番号のショートメールで、

ある電話会社の更新時、何だったかな、いか

にもなんですよね、宅配業者、もういかにも

クリックしそうな内容が、これはなかなか減

らずに増えているようなイメージなんですけ

れども、いたちごっこの状態なんですかね。 

 

○山川生活安全部長 生活安全部でございま

す。 

 前田委員御指摘のとおり、検挙しても次か

ら次に、いわゆる全国的にこれは展開してい

る被疑者でございまして、新聞報道でも御存

じのとおり、検挙しておりますけれども、新

たな模倣する被疑者が出てくるような状況で

すね。 

 ただ、これは放置しておくわけにはいきま

せんので、先ほど申し上げましたように、い

わゆる高齢の方から年少者まで、今スマート

フォン、パソコン等を利用する環境にござい

ますので、これにつきましては、引き続き警

察としても重要視しておりますので、サイバ

ー犯罪対策課を中心に、各警察署、それぞれ
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力を入れて、刑事部とも連携しまして、引き

続き検挙していきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 熊本県警のサイバー犯罪対策は、全国でも

優秀で有数と聞いております。 

 

○山川生活安全部長 ありがとうございま

す。 

 

○前田憲秀委員 この2,000万円の予算で足

りるのかも、ここではちょっと私も定かじゃ

ないんですけれども、今部長おっしゃったよ

うに、スマートフォン、通信機器が発達する

につれて高齢者の利用、また、若年者の利用

も今増えていますので、追いかけっこかもし

れないんですけれども、取締りもしっかり頑

張っていただきたい、また、対策にもしっか

り取り組んでいただきたいと思います。 

 

○池田和貴委員 今のサイバー犯罪対策の強

化なんですが、ゆっぴーメール、私も登録し

て、毎日のようにこれに対する啓発とかを各

警察署が出していただいていて、そこには注

意するべきようなことも書いてあるんです

ね。もちろん、その捜査も大事なんですけれ

ども、一般県民の皆さん方に、やっぱり注意

すべきことをきちんと伝えていくということ

も大事なので、そういう意味ではゆっぴーメ

ールってすごく私いいんだというふうに思う

んですね。 

 ＳＮＳでも、ツイッターとかもいろいろ使

われているというふうに思うんですが、なか

なかどうしてもこれが減らないということ

は、やっぱりどうしてもそういうのに、さっ

き前田先生の御指摘のように、犯罪者側も巧

妙になってくるし、消費者側がそれにやっぱ

りだまされてしまうというのは減らないとい

うのがあるので、このサイバー犯罪対策の強

化、すごくこれからＤＸ社会なので、さらに

必要だというふうに思っています。 

 ぜひ、多分ほかの部署でもＤＸが広がって

いくことに対して、もう県庁内でもやっぱり

いろんな形で予算化していかなきゃいけない

と思うんですね。このサイバー対策の強化っ

てこれから本当最重要なところだと思うの

で、この予算では多分足らないんじゃないか

なと、私自身はちょっと心配なところがある

んですけれども、そういうのはなかなか言い

づらいかと思いますけれども、そういうとこ

ろってありませんか。 

 

○山川生活安全部長 池田委員のほうからあ

りがたいお言葉を今いただきましたけれど

も、現在、特に県警のほうで力を入れている

のが、サイバー犯罪に対する捜査員の育成で

す。いわゆる、ハード面と、内なる戦略とし

ましては捜査員、いわゆる日進月歩、犯罪の

上の手を行く捜査員が必要ですので、力を入

れているのが外部からのいわゆる見識、これ

を、セミナーに参加したりとか、部外講師を

招聘したりとか、各検定級というのがござい

まして、サイバーの初級、中級、上級とい

う、いわゆる上を目指す捜査員を育成したい

と思います。 

 必要な予算につきましては、また改めて要

求のほうを差し上げたいと思いますので、県

民の、いわゆる目的は、先ほどありましたよ

うに、御高齢の方から年少者まで、一人でも

犯罪の被害に遭わないということを目標とし

まして、鋭意努力していきたいというふうに

考えております。 

 ありがとうございます。 

 

○池田和貴委員 分かりました。 

 やはり人材の育成って大切だと思います。

何年か前の教育警察委員会の視察のときに、

東京でサイバーパトロールをしている会社を

御訪問して、そこでいろんなことを民間の方
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からもお話を伺って、技術者というか、そう

いったところに携わる人材が非常に不足して

いるんだというお話もありましたので、あ

と、以前は何かホワイトハッカーか何かを国

レベルでもいろいろ入ってもらってとかとい

う話もありましたので、その辺もやっていた

だきたいというふうに思いますし、ただ、１

回私が予算のことを言ったのは、前視察で見

せていただいたときに、置いてあったその装

置がかなり古そうだったので、それは大丈夫

なんですかというふうな質問をしたときに、

なかなか予算がなくてみたいなその現場の答

えがあったものですから、そういうことは、

今の時代はやっぱりきちんと対応していかな

きゃいけないことだろうというふうに思いま

すので、そういった意味で、必要なところは

必要なものとして要求をして、県民の安心、

安全を守ることに頑張っていただきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○大平雄一委員 17ページなんですけれど

も、交通安全施設災害復旧費、これも、支出

する額からすれば、繰越額のほうがかなり大

きいなと思いまして、信号機の仮復旧をされ

ているということなんですけれども、この繰

越しした大きな要因といいますか、原因とい

うのは何でしょうか。 

 

○内田理事官 交通規制課です。 

 こちらのほうを災害復旧の関係で繰り越し

ましたのは、信号機の復旧工事の分でござい

まして、７月に災害が発生いたしましたけれ

ども、それから必要な現地調査ですとか図面

の作成、道路占用協議等の各種書類の作成等

に期間を要しました関係で繰り越しておりま

して、本年の10月、まさに今月末までには全

ての工事を、仮復旧から本復旧に終える予定

でございます。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○増永慎一郎副委員長 警務部長の決算概要

説明書の中で、去年の指摘事項の中に職員の

問題、これは、毎年毎年足らないという話を

昔から聞いているわけでございます。それ

は、幾ら言ってもなかなか増えないのが現状

じゃないかなというふうに思うんですけれど

も、この人員が足らないと、私たちの考え方

からすれば、ちゃんと警察機能が果たせるの

かどうかと、ほかの県に比べてですね。非常

に、何というか、考えるところなんですよ。 

 それを補うのが装備品とか、そういった部

分で人員を補っているんだろうというふうに

思うんですけれども、その装備品について

は、他県に比べて、その警察の装備というの

はどのような今状況なんですか。何か分かり

ます。 

 何を言いたいかというと、人が足りない、

ちゃんとした警察機能が果たせるのかどうか

というのが物すごく心配なんですね。だか

ら、人が足りない分を、何か違うので、装備

品とかで補っているのかというふうな話をち

ょっと聞きたいなと思って、今ちょっと聞い

たわけです。 

 

○松永警備課長 警務課長でございます。 

 今先生の御指摘のとおり、装備品は足りて

いるかということで、警察の装備としまして

一番代表的なものは、警察車両があるかと思

います。車両につきましては、本年度、車両

台数が1,172台ということで、四輪車が902台

ございます。二輪車、白バイ等を含めまし

て、270台配備させていただいております。

車両については、十分足りているかと存じて
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おります。 

 そのほかの装備としましては、身を守るた

めの防弾チョッキですとかヘルメットとか、

受傷事故防止の機材等がございます。そのほ

かには、交通安全の取締りをするためのセー

フティーコーンとか表示板等がございます

が、現状で足らないかと言われれば、十分足

りる分は頂いておるところであると思ってお

ります。 

 そのほか、今後、耐用年数が来たものにつ

いては、どんどん、国費、県費合わせまして

要求を続けておりますので、順次補塡をさせ

ていただいておりますので、現状で装備は足

りているかというふうに認識しております。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎副委員長 なら、別の観点から

ちょっと聞きますけれども、よその県に比べ

たら大幅に、１人当たりの負担人口というの

は582人で、約100人弱ぐらい多いわけですよ

ね。これでちゃんとした他県並みの警察の機

能が果たせているんですかね。 

 

○植田警務部長 御指摘のとおり、私の冒頭

の説明でも申し上げましたけれども、その負

担人口が高いというのは事実でございまし

て、そこは、我々としましては、なかなか今

の御質問に対してお答えは難しいんですけれ

ども、引き続き国や関係省庁への要望はして

いくつもりでございますけれども、我々とし

ては、与えられた現状の中で使命を果たすし

かないと思っておりますので、現状では、現

場の警察官をはじめ各員の努力と、あとは既

存の装備、既存の人材の中でどうにかやりく

りしているというのが現状でございます。 

 ですので、装備、人員など、今後も必要な

部分につきましては、ぜひ御支援を賜ればと

いうふうに考えております。 

 

○増永慎一郎副委員長 私たちが話す人たち

というのは、普通の一般の人たちでございま

す。だから、こういった警察官が足りてない

とかいう話を聞けば、やっぱりちゃんと自分

たちの命を守っていただけるのかとか、いろ

んな話が出てきますので、ぜひ、私たちも一

生懸命に警察の職員を増やすことはやってい

きますけれども、さらに努力していただきた

いのと、他県に比べて、いろんな犯罪とか、

そういった事故件数が少ないかもしれませ

ん、都会あたりに比べればですね。だから、

足りて、きちんとした仕事ができるというふ

うに認識されているのかもしれませんけれど

も、さっき言ったように、人員が足らない分

は、装備をきちんと、装備費を確保しなが

ら、人間の手でやれないところは機械でやる

とか、そういった工夫をして、ぜひ県民の信

頼に応えるように、今から先も頑張っていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、これで警察本

部の審査を終了します。 

 ここで、説明員の入替えのため、しばらく

休憩します。 

  午前10時56分休憩 

       ――――――――――――― 

  午前10時59分開議 

○渕上陽一委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 これより、出納局及び各種委員会等の審査

を行います。 

 審査は、出納局、人事委員会事務局、監査

委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局

の順に説明を求めた後に、一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 
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 それではまず、会計管理者から、出納局の

決算概要の説明をお願いします。 

 手島会計管理者。 

 

○手島会計管理者 会計管理者の手島でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 出納局の令和２年度の決算概要について御

説明申し上げます。 

 お手元の決算特別委員会説明資料、出納局

の１ページ、令和２年度歳入歳出決算総括表

により御説明申し上げます。 

 当局では、一般会計及び収入証紙特別会計

の２会計を所管しております。 

 まず、歳入の決算状況でございますが、一

般会計の収入済額は1,300万円余、収入証紙

特別会計の収入済額は27億8,500万円余で、

ともに不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 次に、歳出の決算状況でございますが、一

般会計の支出済額は６億1,100万円余、繰越

額は5,800万円余、不用額は1,700万円余とな

っております。 

 不用額の主なものは、入札や経費節減に伴

う執行残でございます。 

 また、収入証紙特別会計の支出済額は25億

3,000万円余で、不用額は２億6,900万円余と

なっております。 

 不用額は、各種手数料等の収入実績が見込

み額を下回ったことに伴う一般会計繰出金の

執行残でございます。 

 以上が令和２年度決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長が御説明をい

たしますので、どうぞよろしく御審議のほど

いただきますようお願い申し上げます。 

 

○渕上陽一委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○永江会計課長 会計課長の永江でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、本年度の定期監査において、出納局

では、会計課に指摘がございましたので、御

説明申し上げます。 

 お手元の資料、監査結果指摘事項をお願い

します。 

 指摘事項は、「警察本部が発注した改修工

事の支払事務において、支払遅延が生じてい

る。支払手続において、組織的なチェック体

制の強化を図り、支払漏れの防止に努めるこ

と。」でございます。 

 事案の概要としましては、昨年９月に、警

察本部より会計課に持ち込まれた運転免許セ

ンターの機器改修工事の支出命令書につい

て、当課の担当者が支払い期限を誤認したた

め、処理が遅れ、支払い遅延を生じたもので

ございます。 

 対応状況でございますが、支払い遅延判明

後、直ちに工事費の支払いを行いました。な

お、遅延利息が400円発生しておりますが、

債権者から受け取りを辞退する旨の申出がご

ざいましたので、支払っておりません。 

 再発防止に向けましては、資料に記載のと

おり、書類受付時の内容確認及び上司による

進捗管理の徹底、事務の集中によるミス等を

防止するための職員間での事務分担、相互フ

ォロー体制の強化等に取り組んでおり、適正

な会計事務を指導する立場の会計課として、

今後このようなことのないよう組織的なチェ

ック体制の強化を図り、適正処理に努めてま

いります。 

 続きまして、会計課の決算について御説明

申し上げます。 

 決算特別委員会説明資料の２ページをお願

いします。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、不

納欠損額、収入未済額はございません。 

 上段の国庫支出金の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金につきまして

は、後ほど御説明いたします繰越事業の財源
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の一部となるもので、全額を令和３年度へ繰

り越し、本年５月に収入済みでございます。 

 次に、３ページをお願いします。 

 一般会計の歳出でございます。 

 ３段目の会計管理費は、総合財務会計シス

テムの管理経費などが主なものでございま

す。 

 翌年度への繰越しにつきましては、後ほど

附属資料で御説明いたします。 

 不用額の1,165万円余は、経費節減や入札

に伴う執行残でございます。 

 次に、４ページをお願いします。 

 収入証紙特別会計でございます。 

 この特別会計は、収入証紙の販売代金の計

上及び各種手数料等の収入を効率的に配分す

るために設置されたものでございます。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、５ページの歳出でございますが、一

般会計繰出金は、収入証紙による手数料等の

納付実績に応じて一般会計の歳入へ繰り出し

ているものでございます。 

 不用額の２億6,956万円余は、各種手数料

等の収入実績が見込額を下回ったことによる

執行残でございます。 

 最後に、繰越事業について御説明いたしま

す。 

 別冊の決算特別委員会附属資料の１ページ

をお願いします。 

 総合財務会計システム管理事業のうち、各

種使用料等の収納において、スマホ決済など

キャッシュレス収納の導入に伴うシステム改

修等の費用として、5,887万円余を繰り越し

ております。 

 これは、県民の利便性向上、さらには、現

金に触れず、人との接触を減らすことができ

るよう、新型コロナウイルス感染防止対策の

一環として、令和２年度２月補正予算により

事業に着手しましたが、年度内に十分な事業

期間を確保することができなかったため、繰

り越したものでございます。 

 当事業は、本年度中の完了を予定しており

ます。 

 会計課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いします。 

 

○枝國管理調達課長 管理調達課長の枝國で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 管理調達課の決算について御説明申し上げ

ます。 

 説明資料にお戻りいただきまして、６ペー

ジをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、いずれも

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 次に、７ページのほうをお願いいたしま

す。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 一番下の欄、会計管理費で400万円余の不

用額が生じておりますが、これは経費節減等

に伴う執行残でございます。 

 管理調達課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 次に、人事委員会事務局

長から、決算概要と資料の説明をお願いしま

す。 

 青木事務局長。 

 

○青木事務局長 人事委員会事務局長の青木

でございます。よろしくお願いします。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要につきまして、お

手元の決算特別委員会説明資料、人事委員会

事務局に基づき御説明をいたします。 

 表紙をめくりまして、１ページ目でござい

ます。 

 歳入歳出決算の総括表でございます。 

 内容につきましては、２ページ以降で御説

明をいたします。 
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２ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、収入済額が277万

7,000円で、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出につきましては、支出済額は１億

6,359万9,000円で、翌年度への繰越しはござ

いません。 

 不用額は938万円でございますが、内訳

は、委員会費が、人件費等の執行残78万

1,000円、事務局費が、新型コロナウイルス

感染症の影響による旅費などの執行残及び経

費節減に伴う執行残859万8,000円でございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○渕上陽一委員長 次に、監査委員事務局長

から、決算概要と資料の説明をお願いしま

す。 

 

○西浦事務局長 監査委員事務局長の西浦で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要について、お手元

の説明資料に基づき御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 １ページは、歳入歳出決算の総括表でござ

います。 

 歳入につきましては、該当ございません。 

 歳出につきましては、２ページで説明いた

します。 

２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、支出済額が、委員費

1,818万円余、事務局費１億5,451万円余とな

っております。内訳は、監査委員、事務局職

員の人件費及び事務費でございます。 

 また、不用額のうち、委員費87万円余につ

きましては、人件費等の執行残、事務局費

717万円余につきましては、新型コロナ感染

症の感染拡大、令和２年７月豪雨災害の発生

に伴い、工事監査補助業務委託が実施困難で

あったこと及び経費節減に伴う執行残でござ

います。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○渕上陽一委員長 次に、労働委員会事務局

長から、決算概要と資料の説明をお願いしま

す。 

  

○谷口事務局長 労働委員会事務局長の谷口

でございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要につきまして、お

手元の労働委員会事務局の説明資料に基づき

御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算総括表でございます。 

 左側の歳入につきましては、該当はござい

ません。 

 右側の歳出につきましては、次の２ページ

で御説明をさせていただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１段目の労働委員会

費の支出済額は9,952万1,000円でございま

す。内訳は、２段目の委員会費が、委員報酬

の2,152万6,000円、３段目の事務局費が、事

務局の職員給与費と委員会・事務局運営費を

合わせた7,799万5,000円でございます。 

 不用額は、全体で438万6,000円でございま

すが、内訳は、２段目の委員会費が、委員報

酬の執行残258万2,000円、３段目の事務局費

が、職員給与費と委員会・事務局運営費を合

わせました執行残180万3,000円でございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 
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○渕上陽一委員長 次に、議会事務局長か

ら、決算概要と資料の説明をお願いします。 

 

○手島事務局長 議会事務局長の手島でござ

います。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、決算の概要について御説明申

し上げます。 

 議会事務局決算特別委員会説明資料の１ペ

ージ目をお願いいたします。 

 歳入歳出決算総括表でございます。 

 詳細につきましては、２ページ以降で御説

明させていただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、国庫支出金の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

につきましては、繰越事業の財源の一部とな

るものでございますが、300万円余を令和３

年度へ繰り越しております。 

 なお、令和３年５月に全額収入済みでござ

います。 

 ２段目の諸収入の収入済額は770万円余で

ございます。これは、政務活動費の返還金で

ございます。 

 なお、不納欠損額、収入未済額ともござい

ません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、１段目の議会費の支

出済額は12億9,800万円余で、不用額は2,000

万円余でございます。 

 不用額の内訳でございますが、備考欄にあ

りますように、２段目の議会費の387万円余

は、現員数減による人件費等の執行残、820

万円余は、コロナ禍に伴ってという事情もご

ざいますが、委員会旅費等の執行残で、３段

目の事務局費の694万円余は、事務局の運営

に係る事務費の執行残でございます。 

 なお、事務局費におきまして、翌年度繰越

額が430万円余ございます。こちらにつきま

しては、詳細は後ほど御説明いたします。 

 続きまして、繰越事業について御説明いた

します。 

 別冊の決算特別委員会附属資料の１ページ

をお願いいたします。 

 委員会のインターネット中継導入に伴う業

務委託の費用として、430万円余を繰り越し

ております。 

 これは、新型コロナ感染拡大防止を図る一

方で、開かれた県議会として県民へ情報発信

を行うため、常任委員会、特別委員会をネッ

ト中継するもので、年度内に十分な事業期間

を確保できなかったため、繰り越したもので

ございます。 

 なお、進捗率は６％となっておりますが、

現時点では必要な契約も全て終了しており、

次期定例会の委員会から運用開始予定でござ

います。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○渕上陽一委員長 以上で出納局及び各種委

員会等の説明が終わりましたので、質疑を受

けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、これで出納局

及び各種委員会等の審査を終了いたします。 

 これより、午後１時まで休憩いたします。 

  午前11時14分休憩 

――――――――――――――― 

 午後０時58分開議 

○渕上陽一委員長 それでは、休憩前に引き

続き委員会を再開します。 

 それでは、これより、土木の審査を行いま

す。 

 執行部の説明を求めた後に、質疑を受けた
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いと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、土木部長から決算概要の総括説

明を行い、続いて、担当課長から順次資料の

説明をお願いします。 

 初めに、村上土木部長。 

 

○村上土木部長 こんにちは。土木部でござ

います。よろしくお願いいたします。お許し

を得て、着座のまま説明させていただきま

す。 

 令和２年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました施策推進上改善または検討を要する事

項等のうち、土木部関係につきまして、その

後の措置状況を御報告いたします。 

 土木部関係としましては、３点の御指摘が

ありました。 

 まず１点目は、「未収金対策について、公

平性の観点から、引き続き、適正な債権管理

と徴収対策の推進に努めるとともに、必要に

応じて外部委託を活用するなど、職員の負担

軽減の取組も進めること。」についてでござ

います。 

 土木部では、平成27年度に未収金対策連絡

会議を設置し、未収金の状況、催告の早期着

手、財産調査の実施など、各課の取組事例及

び課題等の情報共有を図り、部としての取組

計画や削減目標を定め、土木部全体で未収金

対策に取り組んでおります。 

 また、県営住宅関連の使用料につきまして

は、指定管理者による減免等の相談対応や会

計年度任用職員による効率的な徴収の実施、

さらに、納付方法の多様化にも取り組んでい

るところでございます。 

 今後も、適正な債権管理と徴収対策に努め

てまいります。 

 ２点目は、「多額の明許繰越が生じてお

り、やむを得ない事情は理解するものの、本

来、当初予算は年度内執行が原則であること

を十分に踏まえ、計画的な事業執行に取り組

むこと。」についてでございます。 

 平成28年度以降、熊本地震に関する災害復

旧、復興事業が増大し、多額の繰越額が発生

しております。土木部としましては、災害か

らの一日も早い復旧、復興のために事業の計

画的な執行を図りながら、不調、不落対策に

も取り組み、繰越額の削減に努めてまいりま

した。 

 しかしながら、令和２年度決算におきまし

ても、令和２年豪雨災害等の影響により、多

額の繰越額が発生している状況です。 

 災害からの一日も早い復旧、復興を目指

し、さらに、一層計画的な事業の進捗管理を

行い、繰越額の削減に取り組んでまいりま

す。 

 ３点目は、「国際クルーズ拠点として整備

されたくまモンポート八代について、コロナ

禍でクルーズ船の受入れが難しい状況にある

が、クルーズ船が寄港できないときの利活用

や県民が楽しめるような取組について検討を

進めること。」でございます。 

 くまモンポート八代につきましては、土

曜、日曜、祝日のみ開園しております。これ

までは熊本県民限定の入場としていました

が、明日23日からは、入場者の制限を解除

し、県外からも御来園いただけることとなり

ました。 

 本年９月末には、来園者が５万5,000人を

超えるなど、新たなにぎわいのスポットとな

っております。 

 今後も、ロイヤル・カリビアン社、八代市

や地元経済団体等の関係機関と連携しなが

ら、にぎわいの場の創出に向けて、さらなる

利活用を図ってまいります。 

 続きまして、土木部の令和２年度決算の概

要について御説明いたします。 

 恐れ入りますが、決算特別委員会説明資料
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の１ページをお開きください。令和２年度歳

入歳出決算総括表でございます。 

 まず、歳入でございますが、最下段の計の

欄のとおり、一般会計、特別会計合わせまし

て、収入済額が519億1,100万円余、不納欠損

額は41万3,000円でございます。 

 不納欠損額の主なものは、県営住宅使用料

であり、時効完成によるものです。 

また、収入未済額は３億2,100万円余とな

っており、主なものは海砂利超過採取に係る

過料等となっております。 

 なお、予算現額と収入済額との差499億 

2,100万円余は、主に翌年度への事業繰越し

に伴う国庫支出金の減でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、一般会

計、特別会計合わせまして、支出済額が 

1,294億 4,800万円余、翌年度繰越額は 

1,021億1,700万円余でございます。 

 繰越理由の主なものとしましては、事業計

画策定に当たって地元住民や関係機関などと

の調整に時間を要したことなどによる工期不

足、また、昨年７月の豪雨災害に伴う災害復

旧工事等の増加によるもので、やむを得ず令

和３年度へ繰り越したものであり、現在、そ

の執行に鋭意取り組んでいるところでござい

ます。 

 また、不用額は54億8,500万円余となって

おり、主な理由としましては、事業費確定に

伴う執行残によるものでございます。 

 以上、令和２年度土木部歳入歳出決算の概

要につきまして、総括的に御説明申し上げま

したが、詳細につきましては、関係課長から

説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○渕上陽一委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 まず最初に、土木部の定期監査における指

摘事項はございません。 

 それでは、決算の概要につきまして御説明

いたします。 

 説明資料２ページをお願いします。 

 一般会計の歳入についてでございます。 

 ２ページから４ページにかけまして使用料

及び手数料、国庫支出金、財産収入、諸収入

がございますが、いずれも不納欠損額はござ

いません。４ページの諸収入において27万 

9,000円の収入未済額がございます。内容に

つきましては、後ほど附属資料で御説明いた

します。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 ３段目の土木総務費におきまして1,890万

7,000円の不用額を生じておりますが、主に

熊本地震及び令和２年７月豪雨に係る都道府

県派遣職員負担金の執行残でございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

２段目の建設業指導監督費におきまして 

1,768万9,000円の不用額を生じております。

この不用額の主なものとしましては、建設産

業新３Ｋ推進プロジェクト事業でございます

が、新型コロナウイルスの影響で、一部事業

が実施できなかったこと等による執行残でご

ざいます。 

 続きまして、附属資料お願いします。 

 附属資料の253ページお願いします。 

過年度収入の年度後返納について、27万 

9,000円の収入未済額がございます。内容

は、職員に対する過払い給与の未返還による

ものです。 

具体的には、土木部の職員の被扶養者が、

厚生年金等の受給開始に伴い、扶養手当の対

象外となり、扶養手当等の過払いが発生しま

した。この過払いについて、返還請求を行う

とともに、説明を重ねてまいりましたが、当

該職員が返還に納得しなかったため、収入未

済となっているものでございます。当該職員

に対して支払いの督促を行いましたが、異議
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申立てがなされ、民事訴訟法の規定により訴

訟に移行し、現在、訴訟継続中でございま

す。 

 監理課の説明は以上でございます。よろし

くお願いします。 

 

○林田用地対策課長 用地対策課でございま

す。 

 決算の概要について御説明いたします。 

 説明資料の７ページをお願いします。 

 一般会計の歳入について説明いたします。 

 使用料及び手数料について、不納欠損額、

収入未済額ともにございません。 

 予算額に対して収入済額が15万8,000円の

減となっております。これは、備考欄に記載

のとおり、起業者からの収用に係る申請がな

かったためでございます。 

 次に、資料の８ページをお願いします。 

 一般会計の歳出について説明いたします。 

 土木総務費で568万6,000円の不用額が生じ

ております。これは、備考欄に記載のとお

り、収用手続に係る事務費等の執行残等でご

ざいます。 

 続きまして、資料の９ページをお願いしま

す。 

 用地先行取得事業特別会計の歳入について

説明いたします。 

 上段の財産収入、下段の繰越金について、

いずれも不納欠損額、収入未済額ともにござ

いません。 

下段の繰越金については、予算額に対して

8,281万6,000円の増となっております。これ

は、備考欄に記載のとおり、前年度の用地先

行取得事業の実績に伴う繰越金の増でござい

ます。 

 続きまして、資料の10ページをお願いしま

す。 

 特別会計の歳出です。 

 公債費について、不用額はございません。 

 用地対策課の説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○桑元土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 決算について御説明いたします。 

 委員会説明資料の11ページをお願いいたし

ます。 

 歳入について御説明いたします。 

 １段目の財産収入、４段目の諸収入ともに

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 ５段目の諸収入の派遣職員負担金ですが、

予算現額と収入済額との差は1,821万5,000円

の増となっております。 

これは、備考欄に記載のとおり、南阿蘇村

及び西原村への派遣職員に係る負担金による

ものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 資料の12ページをお願いします。 

 土木総務費におきまして463万5,000円の不

用額が生じております。主な理由は、ＣＡＬ

Ｓ／ＥＣ事業及び公共工事品質向上対策事業

に関する入札等に伴う執行残でございます。 

 続きまして、翌年度の繰越しについて御説

明いたします。 

 附属資料の１ページをお願いいたします。 

 ＣＡＬＳ／ＥＣ事業費で3,000万円を繰り

越しております。繰越しの理由といたしまし

て、施設管理データベースシステムの仕様に

ついて、国土交通省等の調整に不測の日数を

要したため、繰り越したものでございます。 

 なお、この業務は、今年度中に完了の予定

でございます。 

 以上で土木技術管理課の説明を終わりま

す。以上、よろしくお願いします。 

 

○森道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 決算について御説明いたします。 

 説明資料の13ページをお願いします。 
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 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 主な内容について御説明します。 

 表の１段目をお願いします。 

土木費負担金ですが、予算額に対して 

8,138万円の減となっております。 

これは繰越しに伴うものでございます。 

 表の上から４段目をお願いします。 

 土木費国庫補助金ですが、予算額に対し、

92億4,656万3,000円の減となっております。

これは、繰越し及び事業費確定に伴うもので

ございます。 

 次に、14ページをお願いします。 

 上から２段目の諸収入ですが、予算額に対

し、1,240万円の減となっております。 

これは、事業費確定に伴うものでございま

す。 

 なお、上から５段目の損害弁償金ですが、

これは、橋梁工事の設計に誤りが判明し、そ

の対策工事に要する費用について、設計を実

施したコンサルタントから弁償金として受け

入れるものでございまして、事業費の確定に

伴い、予算額に対して733万2,000円の減とな

ります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 15ページをお願いします。 

２段目の道路橋りょう総務費の不用額は 

8,753万9,000円でございます。 

これは、直轄事業負担金の事業費確定によ

る執行残などでございます。 

 16ページをお願いします。 

１段目の道路新設改良費の不用額は、６億 

6,796万4,000円でございます。 

これは、地域道路改築費や単県道路改築費

の事業費確定による執行残などによるもので

ございます。 

 以上が一般会計における歳入歳出でござい

ます。 

 続きまして、翌年度への繰越事業に関しま

して、附属資料で御説明いたします。 

 道路整備課につきましては、附属資料の２

ページから54ページまで記載しております

が、53ページをお願いいたします。 

 道路整備課の明許繰越しの合計は、最下段

の左から１列目のとおり、394か所で、明許

繰越しの額は、５列目のとおり、178億9,414

万1,000円でございます。 

 繰越しの理由といたしましては、地元住民

や交通管理者など関係機関との協議調整や用

地補償交渉の難航などに不測の日数を要した

ことなどにより、やむなく次年度へ繰り越し

たものでございます。 

 次に、54ページをお願いします。 

 道路整備課の事故繰越は、最下段の左から

１列目のとおり、２か所で、事故繰越の額

は、５列目のとおり、9,147万8,000円でござ

います。 

 繰越しの理由といたしましては、新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響により、電柱の

移転や工法変更に伴う借地契約に係る協議に

不測の日数を要したため、やむなく次年度へ

繰り越したものでございます。 

 繰越事業につきましては、現在工事は順調

に進んでおりまして、年度内に全ての工事が

完了する予定でございます。 

 以上で道路整備課の説明を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

○緒方道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 決算について御説明いたします。 

 説明資料の17ページをお願いいたします。 

 主な内容について御説明いたします。 

 １段目の分担金及び負担金につきまして

は、予算額に対し、4,480万1,000円の減とな

っております。これは、主に４段目の道路施

設保全改築費負担金の繰越し及び事業費の確

定に伴うものでございます。 

 18ページをお願いします。 

 １段目の使用料及び手数料につきまして
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は、予算額に対し、974万7,000円の増となっ

ております。 

これは、主に２段目の道路占用料、実績増

によるものでございます。 

 また、道路占用料において3,000円の収入

未済額があります。内容につきましては、後

ほど附属資料で御説明いたします。 

 ４段目の国庫支出金につきましては、予算

額に対し、66億6,230万1,000円の減となって

おります。これは、主に最下段の社会資本整

備総合交付金における工事の繰越し及び事業

費の確定に伴うものでございます。 

 19ページをお願いします。 

 １段目の財産収入につきましては、予算額

に対し、370万5,000円の増となっておりま

す。 

これは、主に２段目の土地売払収入の実績

増に伴うものでございます。この内容につき

ましては、後ほど附属資料で御説明いたしま

す。 

 次に、５段目の諸収入ですが、予算に対

し、979万9,000円の増となっております。 

これは、主に６段目の路側構造物整備費負

担金の事業費確定に伴う減及び７段目、雑入

の増によるものでございます。 

 歳入につきましては以上です。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 20ページをお願いいたします。 

２段目の道路橋りょう総務費の不用額の 

762万円の主な理由は、人件費の執行残及び

道路管理事業における道路賠償責任保険の入

札に伴う執行残等によるものでございます。 

 ３段目の道路維持費の不用額1,971万9,000

円の主な理由は、単県道路維持修繕費におけ

る積雪対策費等の執行残によるものでござい

ます。 

 21ページをお願いいたします。 

 道路新設改良費の不用額９億1,304万8,000

円の主な理由は、道路施設保全改築費の事業

費確定に伴う執行残によるものでございま

す。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続きまして、翌年度の繰越事業につきまし

ては、附属資料で御説明いたします。 

 道路保全課につきましては、附属資料の55

ページから152ページまで記載しております

が、152ページをお願いいたします。 

 道路保全課の明許繰越しの合計は、最下段

のとおり、681か所、146億7,913万8,000円で

ございます。 

繰越しの主な理由といたしましては、計画

の策定、工法の検討等不測の日数を要したこ

とにより、やむを得ず繰り越したもので、現

在、その執行に鋭意取り組んでいるところで

ございます。 

 収入未済に関する調べにつきましては、附

属資料の254ページを御覧ください。 

 収入未済の理由につきましては、１段目、

備考欄に記載のとおり、許可受者は、県外在

住者で一時的に不在のため、連絡ができなく

なったためです。 

 なお、６月に所在を確認し、既に収入済み

となっております。 

 最後に、県有財産の処分状況につきまして

は、附属資料の265ページのここにあります

一覧表のとおりでございます。 

 以上で道路保全課の説明を終わらせていた

だきます。よろしくお願いします。 

 

○山内都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 まず、決算につきまして御説明いたしま

す。 

 資料、22ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 主な内容について御説明いたします。 

 １段目の分担金及び負担金ですが、予算額

に対し、657万円の増となっております。こ

れは事業費確定に伴うものでございます。 
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 次に、23ページをお願いいたします。 

 下から２段目の国庫支出金でございます

が、予算額に対し、38億2,208万5,000円の減

となっております。これは、最下段の市町村

都市災害復旧・指導監督事務費負担金と、次

の24ページをお願いいたします。２段目の社

会資本整備総合交付金の繰越し及び事業費確

定に伴うものでございます。 

 次に、下から２段目の繰入金でございます

が、予算額に対しまして、509万4,000円の減

となっております。これは事業費確定に伴う

ものでございます。 

 次に、25ページをお願いいたします。 

 ３段目の諸収入でございますが、予算額に

対し、8,207万9,000円の減となっておりま

す。これは、主に４段目の都市計画関係受託

事業収入で、繰越し及び事業費確定に伴うも

のでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 26ページをお願いいたします。 

 ２段目の景観整備費の不用額988万3,000円

は、緑化景観対策事業並びに民間施設緑化推

進事業の事業費確定に伴うものでございま

す。 

 次に、28ページをお願いいたします。 

 １段目の土地区画整理費の不用額3,390万

4,000円は、土地区画整理事業費の事業費確

定に伴うものでございます。 

 ２段目の街路事業費の不用額１億2,776万

5,000円は、街路整備事業費の事業費確定に

伴うものでございます。 

 次に、29ページをお願いいたします。 

 ２段目の都市災害復旧費の不用額3,941万

円は、市町村災害復旧指導監督事務費の事業

費確定に伴うものでございます。 

 以上が一般会計における歳入、歳出でござ

います。 

 続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で御説明いたします。 

 都市計画課の繰越事業につきましては、附

属資料の153ページから162ページに記載して

おりますが、160ページをお願いいたしま

す。 

 都市計画課の明許繰越しの合計は、最下段

のとおり、35か所で70億1,903万9,000円でご

ざいます。 

 繰越しの主な理由といたしましては、関係

機関との協議調整や建物移転に係る補償交渉

等に不測の日数を要したことにより、やむを

得ず次年度へ繰り越したものでございます。 

 次に、162ページをお願いいたします。 

 都市計画課の事故繰越の合計は、最下段の

とおり、８か所で６億7,056万3,000円でござ

います。 

 繰越しの主な理由といたしましては、宅地

乗り入れ位置等に係る地権者との合意形成に

不測の日数を要したため、やむを得なく次年

度へ繰り越したものでございます。 

 繰越事業につきましては、現在その執行に

鋭意取り組んでいるところでございます。 

 以上で都市計画課の説明を終わらせていた

だきます。 

 

○仲田下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 まず、決算について御説明いたします。 

 委員会資料の31ページをお願いします。 

 31ページから32ページまでが一般会計の歳

入ですが、不納欠損額、収入未済額はござい

ません。 

 主な内容について御説明します。 

 31ページの２段目の国庫支出金ですが、予

算に対して２億848万7,000円の減となってお

りますのは、３段目の市町村都市災害復旧指

導監督事務費負担金、６段目の農山漁村地域

整備交付金、次に、32ページをお願いいたし

ます。４段目の農村生活環境施設復旧費補助

の繰越しに伴うものなどでございます。 

 32ページ、５段目の繰入金ですが、予算に

対して2,002万6,000円の減となっております
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のは、グリーン電力価値売却収入に伴う流域

下水道事業特別会計からの繰入金や事業費確

定に伴うものでございます。 

 続きまして、33ページから36ページまでが

一般会計の歳出でございます。 

 33ページをお願いいたします。 

 最下段の環境整備費の不用額3,208万3,000

円は、主に浄化槽整備事業の執行残によるも

のでございます。 

 次に、35ページをお願いいたします。 

 １段目の都市計画総務費の不用額2,154万

8,000円は、主に経費節減に伴う執行残でご

ざいます。 

 以上が一般会計における歳入、歳出でござ

います。 

 続きまして、翌年度への繰越事業について

御説明いたします。 

 附属資料の163ページをお願いいたしま

す。 

 下水環境課における繰越事業につきまして

は、163ページから164ページに記載しており

ます。 

164ページをお願いいたします。 

 一般会計につきましては、164ページの最

下段のとおり、11か所で２億1,510万1,000円

の繰越しとなっております。 

 主な理由としましては、入札不調による計

画変更見直しの検討や電気機械設備の実施設

計に不測の日数を要したため、やむを得ず次

年度に繰り越したものでございます。 

 なお、一般会計における繰越事業につきま

しては、全て令和３年度内に完了予定でござ

います。 

 下水環境課の説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○菰田河川課長 河川課でございます。 

 歳入歳出決算について御説明いたします。 

 まず、歳入についてですが、説明資料の37

ページをお願いいたします。 

 １段目の分担金及び負担金につきまして

は、海岸事業に伴う市町村の分担金ですが、

不納欠損額及び収入未済額はありません。 

 次に、５段目の使用料及び手数料につきま

しては、不納欠損額は4,000円、収入未済額

が243万円となっております。 

それぞれの内容につきましては、後ほど附

属資料で御説明いたします。 

 続きまして、39ページをお願いします。 

 １段目の国庫支出金につきましては、不納

欠損額、収入未済額ともにございませんが、

予算現額と収入済額との比較で203億4,534万

1,000円の減となっております。これは、繰

越し及び事業費確定に伴うものです。 

この繰越しにつきましても、後ほど附属資

料で御説明いたします。 

 次に、41ページをお願いいたします。 

 ２段目の諸収入ですが、不納欠損額はござ

いませんが、収入未済額が３億487万円とな

っております。 

この収入未済につきましても、後ほど御説

明いたします。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 44ページをお願いいたします。 

 ２段目の河川海岸総務費につきまして２億

24万4,000円の不用額が生じています。これ

は、主に河川管理費、国直轄事業の事業費確

定に伴う執行残によるものです。 

 45ページをお願いいたします。 

１段目の河川改良費につきまして３億 

7,560万9,000円の不用額が生じています。こ

れは、主に河川改良費、単県河川等災害関連

事業の事業費確定に伴う執行残によるもので

す。 

 46ページをお願いします。 

１段目の海岸保全費につきまして５億 

4,617万8,000円の不用額が生じています。こ

れは、主に海岸保全費の事業費確定に伴う執

行残によるものです。 
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 47ページをお願いいたします。 

１段目の土木災害復旧費で11億8,694万 

3,000円の不用額が生じています。これは、

２段目の河川等補助災害復旧費及び48ペー

ジ、２段目の河川等単県災害復旧費の額の確

定に伴う執行残によるものです。 

 以上が歳入歳出決算に関しての説明となり

ます。 

 続きまして、別冊の附属資料にて繰越事業

の説明をさせていただきます。 

明許繰越しにつきましては、附属資料の 

165ページから204ページに掲載しておりま

す。 

204ページをお願いいたします。 

 204ページ、最下段の合計欄に記載してお

りますとおり、河川課の明許繰越しの合計

は、1,578か所、397億5,355万6,000円となっ

ております。 

そのうち、令和２年７月豪雨等を起因とす

る現年発生の災害復旧事業が約６割を占めて

おりますが、工事用資材等の運搬の選択に当

たり地元との調整に時間を要したことや、そ

の他事業におきまして関係機関との工法選択

や計画策定時の協議、また、用地取得の遅れ

など、これらの調整や手配等に時間を要した

ことにより、やむを得ず次年度へ繰り越した

ものです。 

 次に、事故繰越につきまして、205ページ

から206ページに掲載しております。 

206ページをお願いいたします。 

 206ページ、最下段の合計欄に記載してお

りますとおり、河川課の事故繰越の合計は17

か所、４億9,271万1,000円となっておりま

す。 

 その主な理由としまして、関係機関等との

協議調整に不測の時間を要したものや、令和

２年７月豪雨の労働需要の増加により、施工

業者の人員確保が困難となり、工事の施工期

間に不測の日数を生じたため、次年度へ事故

繰越ししたものです。 

 なお、いずれも、今年度中に完了する予定

です。 

 続きまして、収入未済額について御説明い

たします。 

 255ページをお願いいたします。 

 収入未済額につきましては、上段、表の右

から４列目に記載しておりますが、１段目の

河川敷占用料で２万7,000円、２段目の土石

採取料で240万2,000円、３段目の雑入で３億

487万円の収入未済が生じております。 

 これらの理由につきましては、256ページ

の上段にあります、３、収入未済額の状況を

御覧ください。 

 まず、１段目の河川敷占用料で７件の収入

未済がございます。 

理由としましては、経営不振によるものが

２件、うち、分納中が１件、破産手続中が１

件です。また、所在不明によるものが２件、

督促等を行いましたが、非協力的によるもの

が３件となっております。 

 次に、２段目の土石採取料で、１件の収入

未済がございます。 

理由としまして、その他が１件で、その内

容としましては、経営不振によるものです。 

 雑入の３段目、海砂利超過採取に係る過料

及び４段目、海砂利超過採取に係る不当利

得、どちらも同一の債務者によるもので、計

５件の収入未済がございます。 

理由としましては、その他の５件となって

おり、その内容としましては、会社代表者の

死亡によるものが２件、会社の経営不振によ

るものが３件となっており、うち１社につい

ては分納があっております。 

 占用料等の使用料の未収金につきまして

は、これまで出先機関とも連携しながら徴収

に努めているところでございますが、引き続

き、未収金の解消に向けて、納付指導等に取

り組んでまいります。 

 また、過料等の雑入の未収金につきまして

は、平成22年度と平成24年度に判明した民間



第７回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和３年10月22日) 

 - 27 - 

業者による海砂利の違法採取に起因するもの

で、資料に数字の記載はございませんが、過

料等の全体額は３億2,400万円余でございま

した。そのうち、令和２年度末までに2,000

万円余が納付されている状況です。 

いずれの事業者も経営状況が厳しく、ま

た、財産調査の結果でも全額の納付が可能な

状況ではありませんでした。 

 徴収が厳しい状況ではありますが、今後

も、引き続き事業者への訪問を行うなど、粘

り強く徴収に取り組んでまいります。 

 最後に、不納欠損額につきまして、261ペ

ージを御覧ください。 

 使用料の不納欠損額として、河川敷占用料

で4,000円が生じております。 

 理由としましては、平成27年度の河川敷占

用料についての時効期間満了による債権消滅

によるものでございます。 

 以上で河川課の説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○原港湾課長 港湾課でございます。 

 まず、決算について御説明いたします。 

 説明資料の49ページを御覧ください。 

 港湾課は、一般会計のほか、港湾整備事業

特別会計及び臨海工業用地造成事業特別会計

の２つの特別会計について御説明します。 

 まず、歳入につきましては、記載の分担金

及び負担金に不納欠損額、収入未済額はあり

ません。 

 50ページをお願いいたします。 

最上段の使用料及び手数料において16万 

9,000円の不納欠損額があります。 

内容については、後ほど附属資料で御説明

します。 

 ４段目の国庫支出金に不納欠損額、収入未

済額はありません。 

予算現額と収入済額との比較の15億6,723

万7,000円の減につきましては、繰越し及び

事業費確定によるものです。 

 52ページをお願いします。 

 ２段目からの財産収入、繰越金に不納欠損

額、収入未済額はありません。 

 53ページをお願いします。 

 諸収入につきましても、不納欠損額、収入

未済額はありません。 

 54ページをお願いします。 

 歳出について御説明します。 

 ２段目の港湾管理費で678万7,000円の不用

額が生じています。これは事業費確定に伴う

執行残によるものです。 

 55ページをお願いします。 

 記載の港湾建設費で2,859万4,000円の不用

額が生じています。これは事業費確定に伴う

執行残によるものです。 

 56ページをお願いします。 

 最上段の空港管理費で1,848万3,000円の不

用額、３段目の港湾補助災害復旧費で１億 

8,237万4,000円の不用額が生じています。こ

れは事業費確定に伴う執行残によるもので

す。 

 58ページをお願いします。 

 港湾整備事業特別会計について御説明しま

す。 

 歳入につきましては、最上段の使用料及び

手数料において６万5,000円の収入未済額が

あります。 

内容については、後ほど附属資料で御説明

します。 

 ４段目からの国庫支出金、繰入金に不納欠

損額、収入未済額はありません。 

 59ページをお願いします。 

 最上段の繰越金についても、不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 ２段目の諸収入において267万円の収入未

済額があります。 

内容については、後ほど附属資料で説明い

たします。 

 最下段の県債に不納欠損額、収入未済額は

ありません。 
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 60ページをお願いします。 

 歳出について御説明いたします。 

 ２段目の施設管理費において、1,780万

1,000円の不用額が生じています。これは事

業費確定に伴う執行残によるものです。 

 61ページをお願いします。 

 臨海工業用地造成事業特別会計について御

説明します。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はありません。 

 62ページをお願いします。 

 歳出について御説明します。 

 記載の熊本港臨海用地造成事業費で198万

7,000円の不用額が生じています。 

これは事業費確定に伴う執行残によるもの

です。 

 以上で、一般会計、特別会計の歳入、歳出

に関する説明を終わります。 

 続きまして、附属資料について御説明しま

す。 

 まず、繰越しについて御説明いたします。 

 附属資料の207ページから218ページが港湾

課に係る繰越事業でございますが、217ペー

ジをお願いいたします。 

 最下段のとおり、一般会計の明許繰越しは

68か所、49億4,434万4,000円で、理由としま

しては、工法の選択等に不測の日数を要した

ことなどでございます。 

 218ページをお願いします。 

 最下段のとおり、港湾整備事業特別会計の

明許繰越しは６か所、４億196万2,000円で、

理由としましては、関係者との協議に不測の

日数を要したことなどでございます。 

 なお、いずれも今年度中に施工を完了する

予定です。 

 257ページをお願いします。 

 続きまして、収入未済について御説明しま

す。 

 港湾整備事業特別会計で、最上段のとお

り、使用料及び手数料のうち、重要港湾使用

料で６万5,000円の収入未済額があります。

その理由は、債務者の業績不振です。 

 また、２段目の諸収入のうち、雑入で267

万円の収入未済額があり、その理由は、債務

者の業績不振によるものが１件、督促を行う

も非協力的であるものが１件となっていま

す。 

 なお、未収金対策につきましては、258ペ

ージをお願いします。 

 債務者に対し、分納誓約書による分割納付

指導等を継続中です。 

今後も、四半期ごとに進捗状況を確認し、

未収金解消に向けた対策の検討を行ってまい

ります。 

 262ページをお願いします。 

 最後に、不納欠損について御説明します。 

 一般会計の使用料及び手数料の不納欠損額

として、港湾区域占用料で16万9,000円が生

じております。これは、平成27年度の港湾区

域占用料が未収金となっていたもので、申請

者は死亡し、相続人にも支払い能力がなかっ

たことから、令和２年４月に時効期間の５年

が満了し、県の債権が消滅したことによるも

のでございます。 

 以上で港湾課の説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

 

○松田砂防課長 砂防課でございます。 

 決算について御説明します。 

 説明資料の63ページをお願いします。 

 まず、歳入について御説明します。 

 不納欠損額、収入未済額はございません。 

 最下段から３段目の国庫支出金につきまし

て、予算に対しまして、78億1,883万6,000円

の減となっております。これは、社会資本整

備総合交付金や災害関連緊急砂防事業補助な

どにおける繰越し及び事業費確定によるもの

でございます。 

 66ページをお願いします。 

 歳出について御説明します。 
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 上から３段目の砂防費につきまして、不用

額が６億8,643万5,000円生じております。主

な理由は、事業費の確定により執行残が生じ

たものでございます。 

 続きまして、繰越しについて御説明しま

す。 

 附属資料をお願いします。 

 砂防課につきましては、219ページから244

ページにかけて明許繰越しを記載しておりま

すが、244ページをお願いします。 

 最下段のとおり、令和３年度への繰越額

は、合計で198か所、148億6,825万3,000円で

ございます。 

主な理由としましては、砂防堰堤の構造決

定に当たり、国との協議に不測の日数を要し

たなどにより、やむを得ず次年度へ繰り越し

たものでございます。 

 次に、245ページから247ページにかけて事

故繰越を記載しております。 

247ページをお願いします。 

 最下段のとおり、令和３年度への事故繰越

は、合計で10か所、２億1,740万6,000円でご

ざいます。主な理由としましては、令和２年

７月豪雨の影響で、資材運搬路が被災したこ

となどにより、工事施工に不測の日数を要し

たことなど、やむを得ず次年度へ事故繰越を

行ったものでございます。 

 なお、いずれも今年度中に施工完了する予

定でございます。 

 以上で砂防課の説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願いします。 

 

○橋本建築課長 建築課でございます。 

 まず、決算について御説明いたします。 

 説明資料の68ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 １段目以降の使用料及び手数料につきまし

ては、収入済額が、予算現額に対して1,074

万4,000円の減となっております。これは、

４段目の建築確認申請手数料における熊本地

震の復興需要の落ち着きに伴う建築確認申請

の減少や、熊本地震及び７月豪雨災害の被災

者に対する減免措置に伴う減が主な理由とな

っております。 

 次に、71ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 上から３段目の建築指導費における不用額

2,256万6,000円につきましては、主に住宅耐

震化支援事業の事業費確定に伴う執行残でご

ざいます。 

 続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して附属資料で説明いたします。 

 建築課につきましては、附属資料の248ペ

ージ、249ページに記載しております。 

 249ページの最下段のとおり、建築課の令

和３年度への繰越しの合計は、６か所、693

万3,000円でございます。 

繰越しの主なものとしましては、まず、 

248ページ、３段目に記載している地域復興

拠点づくり事業費でございます。仮設住宅団

地に建つみんなの家の移築等の利活用促進を

行っておりますが、益城町及び西原村のみん

なの家利活用基礎資料の作成に伴い、町や

村、地元住民との調整に時間を要したため、

やむなく繰越しを行ったものでございます。 

 次に、６段目にあります建築物防災対策推

進事業費でございます。 

 水俣市におきまして、要緊急安全確認大規

模建築物への耐震化助成を行っております

が、民間の大規模建築物の解体工事実施に伴

う水俣市及び建築所有者等関係者との調整に

時間を要したため、やむなく繰越しを行った

ものでございます。 

 建築課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○緒方営繕課長 営繕課でございます。 

 説明資料の72ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明いたします。 
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 繰越金がございますが、いずれも不納欠損

額及び収入未済額はございません。 

 次に、73ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 土木総務費の不用額8,343万3,000円につき

ましては、主に県有施設の改修等に係る工事

請負費や設計管理委託料の入札に伴う執行残

及び事務費の執行残でございます。 

 続きまして、翌年度への繰越しにつきまし

て、附属資料で御説明いたします。 

 営繕課につきましては、附属資料の250ペ

ージから251ページに記載しております。 

251ページをお願いいたします。 

 営繕課の令和３年度への繰越しの合計は、

表最下段のとおり、県有施設保全改修費で13

か所、合計３億8,745万6,000円となっており

ますが、関係機関との協議等に不測の日数を

要したため、やむを得ず次年度へ繰り越した

ものでございます。年度内に事業執行完了の

予定でございます。 

 営繕課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○折田住宅課長 住宅課でございます。 

 決算の概要について御説明いたします。 

 説明資料の74ページをお願いいたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 １段目の使用料及び手数料ですが、不納欠

損額が23万9,000円、収入未済額が1,164万 

5,000円となっております。 

使用料の内訳として、３段目に県営住宅使

用料、４段目に駐車場などの県営住宅用地使

用料を記載しております。 

 不納欠損額と収入未済額の状況につきまし

ては、後ほど附属資料で御説明いたします。 

 75ページをお願いいたします。 

 １段目の国庫支出金ですが、予算現額と収

入済額の比較で２億80万円の減となっており

ます。これは、２段目の社会資本整備総合交

付金の繰越し及び事業費確定に伴うもので

す。 

 次に、最下段から77ページにかけまして財

産収入、繰越金、諸収入がございますが、い

ずれも不納欠損額、収入未済額ともございま

せん。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 78ページをお願いいたします。 

 上から２段目の住宅管理費の不用額2,022

万1,000円の主な理由は、訴訟に係る訴訟費

用の執行残、県営住宅維持補修費の事業費確

定に伴う執行残でございます。 

 ３段目の住宅建設費の不用額6,485万1,000

円の主な理由は、高齢者向け優良賃貸住宅供

給促進事業費の事業費確定に伴う執行残、公

営住宅ストック総合改善事業費の事業費確定

に伴う執行残でございます。 

 続きまして、繰越事業及び収入未済額の状

況について、附属資料で御説明いたします。 

 資料の252ページをお願いいたします。 

 まず、繰越事業について御説明いたしま

す。 

 住宅課の明許繰越しの合計は、最下段に記

載のとおり、４億4,543万円でございます。 

 繰越しの主な理由といたしましては、計画

変更の検討、設計変更に不測の日数を要した

こと、また、建築基準法に係る特定行政庁と

の協議に不測の日数を要したことにより、や

むを得ず繰り越したものでございます。 

 次に、収入未済の状況について御説明いた

します。 

 259ページをお願いいたします。 

 １の歳入決算の状況の１段目、県営住宅使

用料で1,114万7,000円、２段目の県営住宅用

地使用料で49万8,000円の収入未済が生じて

おります。 

 これらの理由は、県営住宅入居者の方が収

入の低下等により生活困窮の度合いが増し、

収入未済となったケースや、既に県営住宅を

退去した方々の滞納が主な原因です。 

 260ページをお願いいたします。 
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 令和２年度の未収金の対策を記載しており

ます。 

 県営住宅使用料について、入居者対策とし

ましては、③の職員による電話催告や分納指

導、④の３か月以上の滞納者への催告及び当

該催告に応じない滞納者の連帯保証人への通

知等を重点的に取り組んでおります。 

また、退去者対策としましては、④の分納

誓約の実施を重点的に取り組んでおります。 

 引き続き、様々な事情を抱える入居者の方

々の話をお聞きし、場合によっては減免制度

を利用するなどの配慮も行いながら、歳入確

保及び公平性の観点から、未収金対策に取り

組んでまいります。 

 最後に、不納欠損について御説明いたしま

す。 

 263ページをお願いいたします。 

 県営住宅使用料に23万2,000円の不納欠損

が生じております。これは消滅時効完成によ

る債権消滅によるものでございます。 

 264ページをお願いいたします。 

 県営住宅用地使用料に6,000円の不納欠損

が生じております。これも消滅時効完成によ

る債権消滅によるものでございます。 

 以上で住宅課の説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 以上で土木部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○池田和貴委員 港湾課にちょっとお伺いし

ます。 

 これ、すみません、説明あったかどうか、

ちょっと分からないんですけれども、これ、

確認の意味があります。 

 歳入で、ちょっとごめんなさい。ページが

どこかな。すみません、ちょっともう一回調

べてから……。 

 

○山本伸裕委員 建築課、アートポリス推進

事業についてお尋ねしたいんですけれども、

甲佐の災害公営住宅でいろいろと不具合が出

てきまして、やっぱり災害公営住宅といった

ら、やっぱりついの住みかですよね。それ

で、そこがやっぱり住み心地優先でやっぱり

当然建てられるべきだろうと思うんですけれ

ども、個人的には、そこが何でアートポリス

なのかなという思いはあるんですけれども、

いろいろとその設計上の不具合とか、あるい

はその工事上の不具合とかあったわけです

よ。これから恐らく、私もちょっと実際見ま

したですけれども、住んでいく中で、もう明

らかに、これ、やっぱりちょっと設計上のミ

スじゃないかって思われることから、いろい

ろ問題が出てくるんじゃないかという予想も

してるんですけれども、そういったことに対

して、これは県が発注しているわけですから

県が責任持って補修するのか、そのアートポ

リスでやって、いろいろな不具合が出たこと

に対してどう検証しているのか、そこら辺ち

ょっと聞かせていただければと思いますけれ

ども。 

 

○橋本建築課長 甲佐のアートポリスという

か、公営住宅、災害復興住宅に関して不具合

が生じましたことにつきましては、誠に申し

訳ないと思っております。 

 その件につきましては、施工者のほうと協

議をして、対応のほうを、例えばラワン合板

が黒ずんでいるとか、そういったところにつ

いては対応していただいているというところ

であります。 

 

○折田住宅課長 災害公営住宅で不具合とい

うものが見つかったことに対しまして、昨年

度、その補修といいますか、行ったところで
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ございます。一旦それについては、今私ども

としては解決して、市町村のほうにお渡しし

ているというところでございます。 

 今後、何か不具合あたりが出てきたとき

に、私どものほうも一緒に甲佐町のほうと話

合いをしまして、そこは一緒に解決をしてい

きたいなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 最初言いましたように、や

っぱり災害公営住宅と言えば、もうついの住

みかというようなことで、やっぱりもう住み

やすさというか、これから居住されている方

が、だんだんだんだん高齢化していく中で、

いろいろちょっと住みにくいなっていうよう

なことが出てくるんじゃないかなって予想さ

れるところも多々ちょっと設計上の問題とか

で感じているんですけれども、それは、今回

の問題発覚を教訓に、今後も、災害公営住宅

の建て方として、アートポリスの事業の中で

やっていくのか、そこら辺はどういうふうに

考えておられるんでしょうか。 

 

○折田住宅課長 今の災害公営住宅、７月豪

雨のほうで幾つかの市町村で検討していると

ころですけれども、今のところアートポリス

の事業というところの話はありませんので、

熊本地震のときにアートポリス事業が幾つか

行われたというような状況でございます。 

 

○山本伸裕委員 豪雨災害でも、みんなの家

でアートポリスで建ててるでしょう。だか

ら、今後、災害公営であるとか、みんなの家

であるとか、そういうところに利用するのか

なというふうに思ったもんだから聞いたんで

すけれども、今後もそういうことで考えてい

くのかどうか。 

 

○橋本建築課長 アートポリス事業につきま

しては、みんなの家ということもありまし

て、いろんな方の関係者に関して、ワークシ

ョップ等を開いて、間取りとかデザインとか

も決めていっているという状況をやっており

ますので、一方的に、建築課が、デザインで

これでいくというようなお話ではなくて、住

民の意見を十分取り入れた上で進めていって

おりますので、その辺のところは御了承いた

だければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○山本伸裕委員 分かりました。被災者優先

でよろしくお願いします。 

 

○池田和貴委員 すみません、見つけまし

た。58ページでした。 

 港湾整備事業特別会計、地方港湾使用料

が、予算現額２億4,895万1,000円、予算現額

と収入済額の比較が１億162万円ってこと

で、備考に実績減って書いてあるんですね。

かなり収入が減ってるんで、これ、あれだっ

たですかね、ちょっと説明聞き漏らしてたら

申し訳ないんですけれども、これ、たしかコ

ロナ関係で港湾使用料の減免かなんかした、

それがあったんで、この１億円も減額してた

んでしたっけ、すみません、ちょっとそこを

確認したかったんで。 

 

○原港湾課長 港湾課です。 

 コロナで使用料が減った分については減免

して、その分、コロナ交付金を充当する形に

してますんで、ちょっとその減とは直接関係

ないと思います。ちょっと調べさせてくださ

い。 

 

○池田和貴委員 分かりました。すみませ

ん、かなり１億円も収入が減ったということ

なんで、少しそこの辺は丁寧に説明していた

だければありがたいと思いますので、後で、

じゃあ説明をよろしくお願いしたいと思いま

す。 
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○原港湾課長 分かりました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○島田稔委員 土木部長から、冒頭、当初予

算は年度内に執行するのが原則であるという

ふうに言われました。令和２年度決算におい

ても、豪雨災害等の影響によって多額の繰越

額が出たんだという御挨拶あったんですが、

一つの、全然触れてないんですが、私が思う

には、財政課長にもちょっとお尋ねしたんで

すけれども、令和２年の３月に知事選挙があ

ったんですね。我々は、新しい知事が執行権

の役割を担うわけで、従って、６月が骨格予

算と、当時はですよ。９月が政策予算なんだ

ということで、ただ、７月豪雨が発生して、

９月じゃなくて12月が、言わば政策的な予算

だったと。年が明ければもう１月、言わば年

度内は３か月しかない。そういった部分の原

因もあるのかなと個人的には思っとるんです

けれども、そこら辺いかがですか。 

 

○村上土木部長 私が冒頭説明した内容で、

昨年度の指摘事項の２点目ということで、明

許繰越しが多い。それ、本来的には、当初予

算は年度内執行が原則であるっていう御指摘

を昨年度もいただいたところでございます。 

 今の島田委員がおっしゃいましたように、

確かに、今度は、令和２年度決算につきまし

ては、選挙等の関係で予算づけが遅くなった

のは確かでございます。 

 ただ、もう一つは、やっぱり災害もありま

すけれども、私たちにとって非常に大きな予

算がもう一つありますのが、国土強靱化予算

でございまして、国会の関係で、やっぱり年

末か正月っていうところでの予算づけがなさ

れておりますので、どうしても執行が翌年度

にかかってしまうっていうのがございまし

て、本来的には、単年度財政主義っていうの

が、だんだんだんだんそういう関係で最近遅

くなってきているのが現状であると、私たち

は今考えているところでございます。 

 以上です。 

 

○島田稔委員 ほかの部門、例えば、国の３

次補正とかになると、どうしても年明けにな

って、年度内無理なんだというふうな説明も

頻繁に受けたとこですけれども、そんな事情

もあるかと思いますけれども、分かりまし

た。ありがとうございました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○前田憲秀委員 説明ありがとうございまし

た。 

 説明資料の74ページ、住宅課さんで、県営

住宅の使用料の収入未済ですけれども、今

年、令和２年度、1,110万円余という御説明

がありました。附属資料の259ページを見

て、２番で、過去３年間の推移というのが載

っているんですが、平成30年度は、現年度分

で65万9,000、令和元年で710万、令和２年で

690万と、令和になって、どおんと増えてい

るイメージなんですが、現年度。これは何か

影響というか、理由があるんですかね。 

 

○折田住宅課長 住宅課でございます。 

 令和元年度から、やはりコロナの影響が非

常に広範的に出てきたというところがあるか

と思います。実際、私ども、令和２年の２月

からですか、やはり対応としまして、家賃の

減免の当月付の執行とか、あるいは書類の簡

素化とかいうのは図ってきたところでござい

ます。やはりコロナの影響が少し出ているか

なというとこでございます。 

 

○前田憲秀委員 令和元年が710万なんです
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よね。令和２年がもうちょっと増えているな

ら今の御説明も理解できるんですが、コロナ

ですか。 

 

○折田住宅課長 令和２年度は、特にコロナ

がひどい状況で、収入も減られた方が非常に

多かったもんでございます。先ほど申しまし

た減免の件数も100件ほど増える、あるいは

生活確保給付金への誘導とか、そういうもの

を行っているところでございます。令和元年

の額が――令和２年度が増えている。 

 

○前田憲秀委員 附属資料の259ページの２

番、収入未済額の過去３年間の推移というの

がありますでしょう。県営住宅使用料で、平

成30年度は、現年度分65万9,000円、令和元

年の分は717万9,000円にどおんと増えてるん

ですよね。令和２年度が694万9,000円。コロ

ナというんであれば、令和２年度は分からな

いでもないんですけれども、令和元年にどお

んと710万になってますから、ここ、何か理

由があるんでしょうかというお尋ねなんです

よ。 

 

○折田住宅課長 住宅課でございます。 

 そこの分析というのは、やはりじわじわと

コロナの影響があったというふうに今考えて

いるところでございます。 

 

○前田憲秀委員 私の記憶では、平成30年度

まで少しずつ未済は減ってたんじゃないかな

っていうイメージがあるんですよ。元年度に

どおんと、これ、倍以上、10倍ですよね、現

年度の未済額だけでも。 

 

○折田住宅課長 ちょっと今手元にその分析

した資料ございませんで申し訳ございませ

ん。ちょっと勘違いしておりました。申し訳

ございません。 

 

○前田憲秀委員 分かったらお願いします。 

 

○折田住宅課長 承知しました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○増永慎一郎副委員長 関連していいです

か。 

 住宅課に聞きます。 

 県営住宅、今県内に幾つぐらいあって、そ

のうち、熊本市に幾つあるのか、ちょっと教

えていただけますか。熊本市だけでもいいで

すけれども、何割ぐらいが熊本市にあるの

か。 

 

○折田住宅課長 今県営住宅は全体で524ご

ざいます。市内に約6,000ほどございます。

ちょっとお待ちください。申し訳ございませ

ん。すみません、戸数で申し上げましてすみ

ません。 

 43団地、県営住宅がございまして、市内に

約８割がございます。 

 

○増永慎一郎副委員長 いいです。後でちょ

っと戸数は調べていただきたいんですけれど

も、ちょっと、そもそもの話をまたさせてい

ただくと、熊本市に８割ぐらいあるっていう

のは知っているんですけれども、これ、政令

市に移行したときに県営住宅は、熊本市にあ

る分に関しては、何で熊本市にそのままお願

いできなかったのか。 

 要は、もうちゃんと政令市になったんだか

ら、熊本市民が使う県営住宅に関しては、私

の感覚としては、熊本市に移管をすればよか

ったんじゃないかなというふうに思うんです

けれども、その件に対してのちょっと経緯と

かが分かれば教えていただきたいと思いま

す。 
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○折田住宅課長 その辺の県営住宅が市営住

宅に移行できないかというお話がその当時あ

ったということは知っているんですけれど

も、その中でどういう議論がなされていたか

というのは、ちょっと詳しく手元に資料ござ

いません。 

 現在、市のマスタープランの中で２割削減

というのを打ち出しておりまして、県営住宅

を市のほうに、いわゆる移管するというもの

については、市のほうもちょっと難色を示し

ているような状況でございます。 

 

○増永慎一郎副委員長 さっき未収金の話が

ございました。減ってたのがまた増えていま

す。結局、その未収金がこんなに増えてき

て、その権限が分かれているのに、私の感覚

で言えば、わざわざ熊本市民のための住宅を

県で持つ必要がないんじゃないかなっていう

ふうな認識が、熊本市民も熊本県民だからっ

ていうふうな言い方ですれば、もうそういう

言い方ができるかもしれませんけれども、や

っぱりきちんとその辺は、もう一遍、移譲に

関しては、熊本市が２割減らすのどうのこう

の、熊本市が県営住宅を移譲してもらうのに

は難色を示したって、ちょっとよく分かりま

せんけれども、そういう議論をもうちょっと

したほうがいいんじゃないかなって思うんで

すよ。 

 それは、いろんな部分にもまだあると思い

ます。河川の問題にしても、道路の問題にし

ても、ですから、やっぱりもう政令市になっ

て結構時間もたってきましたので、私の認識

としては、いいとこ取りをして、熊本市がで

すよ。そして、何か協議するときには乗って

こないというイメージが今まであったわけな

んですよ、道路にしても何にしても。ですか

ら、やっぱりきちんと線を引いて、なかなか

未収金とかが取れない、今からまたお金も要

っていくっていう部分で――それは公の住宅

ですから、それぞれの県民のために、住宅困

窮者のために造っているっていう部分もある

かもしれませんけれども、ちゃんときちんと

線引きをしながら、ここは熊本市さんにやっ

てくださいとかいうのをやっぱりきちんと考

えていかなければいけないというふうに思い

ますけれども、その辺に関しては何か。 

 

○小路永建築住宅局長 建築住宅局長の小路

永でございます。 

 増永委員が今おっしゃったような話は、以

前から認識しているところです。 

 これまで公営住宅については民間賃貸の補

完ということで、住宅が不足する時代に県営

住宅が県内で一番不足しているということ

で、熊本市を中心に、菊陽とか、そういった

ところに県営住宅の多くを造ったということ

があります。 

 住宅の不足のときに造ったということで、

もう今民間も結構できてますので、公営住宅

の戸数の在り方については市でも議論をして

て、県でも今議論をしてるところになりま

す。 

 市営住宅は基本的に市民のための住宅とい

うことで利用されてまして、県営住宅は県民

向けということで、熊本地震のときにも、市

営住宅は市民に供給したと。県営住宅は市以

外の方を中心に被災者を受け入れたと、そう

いう役割分担もしております。 

 今後、市営住宅と県営住宅の在り方につい

ては、住宅の全体の需給状況を見ながら、し

っかり役割分担を考えていきたいというふう

に思います。 

 

○増永慎一郎副委員長 今、なら、それぞれ

に話をされているんですか、それとも熊本市

と一緒になって協議をされているのか。 

 

○小路永建築住宅局長 具体的に県営住宅の

移譲について、今行っている状況ではありま

せんので、今後、そういった協議をしていく
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時期かなというふうに思っておりますので、

対応は検討していきたいと。 

 

○増永慎一郎副委員長 財産的な意味合いも

あるし、さっき言ったような、財産には、そ

れを管理するためにはお金も要りますし、そ

れと、あとは、さっき言われたように住宅困

窮者のためのストックという意味合いもある

だろうし、熊本地震等では非常に活躍をした

ような感じもございますし、なかなか難しい

と思いますけれども、やっぱり在り方につい

ては、未収金の話もありますし、さっき言い

ましたように、お金も今後老朽化してくると

かかってくると思います。ですから、ふだん

のいろんな検討というのは絶対必要だと思い

ますし、特に、熊本市民がほとんど使ってい

る、熊本県民で、そこに来たら熊本市民にな

るじゃないですか。さっきの理論というの

は、私は成り立たないというふうに思いま

す。 

 ですから、熊本市と熊本県と、県営住宅の

在り方について、やっぱり一緒になって検討

していって、要は、市営住宅の供給量、それ

から県営住宅の供給量も含めたところで、し

っかり話をしていってもらわないと、結局、

何かお金だけ余計使って、全然県民のために

なってない、市民のためになってないという

ことになると思いますんで、できれば早めに

検討をきちんと両者で、熊本市と熊本県でや

っていただくようにお願いをしておきます。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、これで土木部

の審査を終了します。 

 ここで説明員の入替えをいたします。しば

らく休憩します。 

  午後２時21分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時24分開議 

○渕上陽一委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 これより、流域下水道事業会計の審査を行

います。 

 それでは、土木部長から決算概要の総括説

明をお願いします。 

 村上土木部長。 

 

○村上土木部長 流域下水道事業は、令和元

年度分の決算までは特別会計として事業を行

ってまいりました。今回提出しております令

和２年度分の決算は、地方公営企業法の一部

適用となったことから、土木部の一般会計、

特別会計の決算とは別に、公営企業会計とし

て御審議をお願いすることとなりました。 

 これは、総務省からの通知によりまして、

公共下水道事業を実施する自治体に対し、地

方公営企業会計を適用するよう求められたこ

とによるものです。 

 今回が公営企業会計として初めての決算と

なります。決算内容の詳細につきましては、

この後、下水環境課長から説明いたしますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○渕上陽一委員長 次に、監査委員から決算

審査の意見の概要説明をお願いします。 

 

○藤井監査委員 よろしくお願いします。 

 緑色の冊子、令和２年度決算審査意見書を

お願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 中段の１、審査の結果ですが、決算諸表

は、流域下水道事業の経営成績及び財政状況

をおおむね適正に表示しているものと認めら

れました。 

 以下、経営の状況につきましては記載して

おりますけれども、土木部の説明と重複いた
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しますので、割愛させていただき、８ページ

をお願いいたします。 

 決算審査意見について御説明いたします。 

 流域下水道事業の令和２年度決算は4,500

万円余の赤字となりましたが、これは、公営

企業会計移行に伴い、これまで計上していな

かった減価償却費を費用計上することになっ

たことなどが主な要因でございます。 

 令和２年度に策定されました熊本県流域下

水道事業経営戦略においては、収益的収支は

おおむね均衡する計画となっておりますが、

今後は、人口減少による料金収入の減少や施

設の老朽化に伴う更新費用の増加など、経営

環境が厳しくなることも予想されますので、

施設の計画的な更新とともに、経営基盤の強

化、財政マネジメントの向上等を図っていく

ことが求められます。 

 特に、熊本地震や令和２年７月豪雨災害の

経験を踏まえ、関係市町村とも協議し、施設

の耐震化や耐水化等にも取り組みながら、将

来にわたり持続可能で安定した運営に努めて

いただきたいと考えております。 

 以上が流域下水道事業会計の決算審査意見

の概要でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○渕上陽一委員長 次に、下水環境課長から

決算資料の説明をお願いします。 

 

○仲田下水環境課長 下水環境課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、ただいまの監査委員からございまし

た決算審査の意見につきまして、その取組状

況について御説明いたします。 

 令和２年度は、減価償却費の影響で帳簿上

は4,500万円余の赤字となりましたが、経営

戦略では、今後の施設設備等の、経過年数に

伴い、減価償却費も減少していくことで、来

年度以降は黒字となると見込んでおります。 

 今後、下水道を取り巻く経営環境が厳しさ

を増す中、流域下水道がその機能を十分に発

揮できるよう、維持管理費のコスト削減や計

画的な改築更新、ストックマネジメント計画

等による事業費の平準化など、効率的かつ安

定的な事業運営に引き続き取り組んでまいり

ます。 

 次に、決算概要につきまして、お手元の令

和３年度決算特別委員会説明資料により御説

明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 上段の１番、熊本県流域下水道事業の概要

の(1)番、沿革について御説明いたします。 

 現在、熊本県では、熊本北部流域下水道、

球磨川上流流域下水道、八代北部流域下水道

の３つの流域下水道の運営を行っておりま

す。 

 熊本北部流域下水道は、平成元年３月に供

用開始し、現在21万人の汚水を処理していま

す。球磨川上流流域下水道は、平成11年４月

に供用開始し、約２万5,000人の汚水を、八

代北部流域下水道は、平成14年１月に供用開

始し、約２万8,000人の汚水を処理してお

り、３流域を合わせた処理区域内の人口は26

万3,000人余となり、県全体の約15％の汚水

を処理しております。 

 経営形態についてですが、国の方針等にお

いて、公共下水道事業等を実施している人口

３万人以上の自治体にして、令和２年４月ま

でに地方公営企業会計を適用するよう求めら

れておりました。 

 本県におきましても、下水道事業を取り巻

く経営環境が厳しさを増す中で、経営基盤の

強化と財政マネジメントの向上を図るため、

令和２年４月から地方公営企業会計を適用

し、事業を実施しております。 

 １ページ下段の(2)組織図を御覧くださ

い。 

 当該事業は、地方公営企業法の一部適用と

なるため、知事部局の下水環境課の中で実施

をしております。また、県が所有している管
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渠の整備、維持修繕等の業務については、関

係の出先機関が行っております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 各流域下水道の流入水量の状況ですが、令

和３年３月31日現在、３流域合計の年間総流

入水量は3,009万立方メートル余で、前年度

と比較しまして74万立方メートル余の増加と

なり、全ての流域下水道で前年度の流量を上

回っております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 (1)の収益的収支について御説明いたしま

す。 

 ここは、流域下水道事業等の維持管理費等

に係る収入、支出を計上しております。 

 なお、令和２年度から公営企業会計に移行

しているため、令和元年度の値はございませ

ん。令和２年度は、収入の合計が34億5,300

万円余、支出の合計が34億9,800万円余とな

り、差引き4,500万円余の純損失となってお

ります。これは、先ほど御説明ありました

が、表の中ほどの支出の項目、５段目にござ

います減価償却費の約20億3,300万円が費用

として計上されたことによるものでございま

す。 

 なお、今後は、施設設備等の経過年数に伴

い、減価償却費も減少していき、令和３年度

以降は損失は生じないものと見込んでおりま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 欠損金の状況について御説明いたします。 

 令和２年度の収益的収支の純損失4,500万

円余を未処理欠損金として翌年度に引き継ぎ

ます。 

 次に、下段の(３)、資本的収支について御

説明いたします。 

 ここには、流域下水道事業の施設整備の更

新等を行う建設改良事業等に係る収入、支出

を計上しております。令和２年度の資本的収

支の合計は14億2,300万円余、資本的支出の

合計は16億5,600万円余となっております。

不足する２億3,300万円余は引継金等、いわ

ゆる公営企業会計を適用する前の特別会計時

の内部保留資金を補塡しております。 

 以上が令和２年度の決算概要でございま

す。よろしく御審議をお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 以上で下水環境課の説明

が終わりましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○池田和貴委員 今年度から新たな会計にす

るということで、さっきから何度も説明に出

ておりますけれども、減価償却費を計上した

ことによって4,500万の赤字になっているけ

れども、来年度以降は大丈夫っていう御説明

なんですけれども、今年度、会計が移ったん

で、初年度にもう減価償却費、一遍にぼんと

落としたんで、来年からは、今年度は――今

これ、見ると、減価償却費は20億3,300万で

しょう。来年も、減価償却ってこんなないん

だよね、多分。 

 

○仲田下水環境課長 減価償却費は、施設の

耐用年数とともに、少しずつ少なくなってま

いります。今年度は約20億の減価償却費でご

ざいますが、来年度以降、これがだんだん少

しずつ少なくなってきます。見込みでは数億

円ほどですけれども、だんだん下がっていく

ということですので、それを加味しますと、

来年度以降、こうやって赤字が出ると。帳簿

上の赤字なんですけれども、これが出ること

はないと考えております。 

 

○池田和貴委員 分かりました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに。 
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○増永慎一郎副委員長 先日、企業局の決算

審査があったんですけれども、そのときに、

包括外部監査で何かいろんな点を指摘された

ということで、大分、例えば人件費に退職金

の積立てを入れてなかったとか、もともと知

事部局で退職金の引き当てをしてたとかって

いうのが、今回の決算のときに指摘されたん

でのってきたとかいう形で、経費とかがいっ

ぱい増えてたんですよ。そういった部分はク

リアして、ちゃんと分かって、この会計は、

企業局と同じような会計でされているんです

かね。 

 

○仲田下水環境課長 公営企業会計でござい

ますので、人件費等々、そういったものも全

て加味した上で、この決算書を作っておりま

す。 

 

○渕上陽一委員長 いいですか。 

 

○増永慎一郎副委員長 はい。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○前田憲秀委員 最初の企業会計の決算とい

うことで、藤井代表監査委員が、このグリー

ンの資料、最初に説明された13ページなんで

すけれども、参考付表で比較貸借対照表とい

うのが載っております。この真ん中の欄が期

首の残高ということで、多分この期首の頭を

つくるのは大変ではなかったのかなと推測は

いたします。 

 それで、例えば、建物の合計を見ると 

5,700万円、今年度、プラスなんですよね。

構築物３億2,700万プラスですよね。機械設

備１億3,400万、これは、この金額を１年間

で購入したということじゃないですよね。 

 

○仲田下水環境課長 ここに比較貸借対照表

に載りますのは、この１年間というんじゃな

くて、今県の保有している資産がこれだけあ

るということでございます。昨年度の金額と

いうわけではございません。 

 あくまでこれ、令和２年度の当初期首の残

高と今年度の残高の比でございますので、令

和２年度にこれだけの施設を造ったというも

のではございません。 

 

○前田憲秀委員 私が言うのは、令和２年の

期首と令和２年の期末の差の金額が今言った

金額なので、累計額とかそういうのも含めて

どーんと載っていらっしゃるんですかという

説明なんですよね。 

 

○仲田下水環境課長 すみません、失礼いた

しました。 

 ここに載っている資産というのは、この２

年度の当初期首と２年度の残高になりますの

で、この差額というのが、２年度にこれだけ

の施設を取得した金額というようなことにな

ります。先ほどの説明は私が間違っておりま

した。 

 

○前田憲秀委員 今あれだと思うんで、よろ

しければ、この金額、どういうのが増えてい

るのかっていうのを後ででも教えていただい

ていいでしょうか。 

 それと含めて、一番下に前払金というのが

あります。これも、令和２年度で２億1,200

万、前払金、何か経費にならないのか何か支

出をしているということになりますよね。そ

の内訳みたいなのが分かれば、ぜひ教えてい

ただければと思います。 

 分かってからでいいですよ。今分かります

か。 

 

○仲田下水環境課長 いや……。 

 

○前田憲秀委員 後ほど。 
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○渕上陽一委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、これで下水道

会計の審査を終了します。 

 次回の第８回委員会は、11月12日金曜日午

前10時から開会し、取りまとめを行うことと

しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

  午後２時39分閉会 
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